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用 語 

本計画で使用する用語等は、次による。 

表記 機関名等 

市 国分寺市 

都 東京都 

保健所 東京都多摩立川保健所 

助産師会 公益社団法人東京都助産師会国分寺地区分会 

 

用語 解説 

保健医療活動拠点 

国分寺市保健医療活動拠点 

※「東京都災害時医療救護活動ガイドライン」における「医療救

護活動拠点」に該当する。 

保健活動チーム 保健師、栄養士、歯科衛生士等で構成される活動チームの総称。 

挫滅症候群 

長時間圧迫された四肢等の筋肉が壊死し、圧迫解除時に血中へ有

害物質が流入することで急性腎障害や心停止を起こす病態。通称

「クラッシュ症候群」。 

深部静脈血栓症（DVT） 

DVT（Deep Vein Thrombosis：深部静脈血栓症）とは、下肢や骨

盤等の深い位置にある静脈（深部静脈）内に血栓（血の塊）がで

き、血流が部分的又は完全に塞がれる病態のこと。避難所や車中

泊で長時間同じ姿勢を続けることで発症することがある。通称

「エコノミークラス症候群」。 

特殊栄養食品ステーシ

ョン 

避難所等で提供される通常の食事では対応が難しいアレルギーを

持つ人、嚥下困難（水や食べ物が飲み込みにくくなること）な高

齢者、乳幼児等、特別な配慮が必要な人々に向けた特殊な栄養食

品を供給する場所のこと。 

緊急栄養補給物資 
避難生活を余儀なくされた人々が、必要な栄養を速やかに摂取で

きるよう、特別に配慮された食料や栄養補助食品のこと。 

生活不活発病 

長期間の避難生活や自宅での引きこもり、活動量低下等で身体活

動が極端に減少し、心身の機能が低下する状態。医学的には「廃

用症候群」。 

ロジスティクス担当者 
物資の供給・輸送、人員の確保、情報収集、通信手段の調整等、

後方支援活動を専門に行う担当者のこと。略称「ロジ担」。 

クロノロジー 

災害対応中に発生した出来事、受発信された情報を時系列に記

録、整理した情報のことで、関係者の情報共有、情報の錯綜防

止、迅速で適切な意思決定を支援するもの。略称「クロノロ」。 
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第１章 基本的考え方 

１ 本計画の主旨 

（１）計画の目的 

国分寺市災害時保健活動計画（以下「本計画」という。）は、国分寺市（以下「市」

という。）において大規模な地震が発生した際に、「防ぎ得る死と二次健康被害の最小

化」を図るため、それに必要な保健活動について定めたものである。 

なお、本計画は、大規模な風水害等が発生、又は発生するおそれがある場合において

も準用する。 

（２）計画の位置づけ 

本計画の運用に当たっては、市地域防災計画、市災害医療救護計画、東京都地域防災

計画及び東京都の各種ガイドライン等との整合を図り、市の実情に合わせた活動を展

開する。 

 

図 1.1.1 計画の位置づけ 

２ 適用範囲 

（１）対象災害、対象者等 

本計画において対象とする災害は、大規模な地震、風水害とする。 

また、対象者は、主に次のとおりとする。 

①避難所への避難者（体調不良、メンタル不調、栄養不足、口腔衛生の悪化等） 

②在宅等避難者（体調不良の要配慮者（高齢者、障害者、難病患者、妊産婦等）） 

 

国分寺市災害医療救護計画 

国分寺市災害時保健活動計画 

災害時医療救護活動ガイドライン 

災害時薬事活動ガイドライン 

国分寺市地域防災計画 

【東京都】【国分寺市】

東京都地域防災計画 
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（２）対象期間 

本計画の対象期間は、災害発生直後から復興支援期までとし、次に示すフェーズ０〜

５の段階に応じた保健活動を行う。 

なお、医療救護活動も同様のフェーズ区分で進むが、保健活動ではフェーズ０〜１を

除き、具体的な期間は設定されていない。これは、災害規模や復旧状況の変化に合わせ、

柔軟に被災者支援を行うためである。 

また、風水害時にはフェーズ０の前段階として「避難情報発令時」のフェーズがあり、

事前避難を行う者に対する健康支援を実施する。 

表 1.2.1 保健活動と医療救護活動の各フェーズの比較 

保健活動のフェーズ  医療救護活動のフェーズ 

０ 
概ね災害発生後 

24 時間以内 

初動体制の

確立を目指

す時期 

 

 

０ 
発災直後 

(発災６時間) 

建物の倒壊や火災等の発生に

より傷病者が多数発生し、救

出救助活動が開始される状況 

１ 

緊急対策期 

概ね災害発生後 

72 時間以内 

住民の生命・安全を確

保する時期 

 

１ 
超急性期 

(６～72 時間) 

救出された多数の傷病者が医

療機関に搬送されるが、ライ

フラインや交通機関が途絶

し、被災地外からの人的・物

的支援の受入れが少ない状況 

２ 

応急対策期 

-生活の安定- 

避難所対策が中心の

時期 

 

２ 
急性期 

(72 時間～１週間) 

被害状況が少しずつ把握で

き、ライフライン等が復活し

始めて、人的・物的支援の受

入れ体制が確立されている状

況 

３ 
避難所から概ね仮設

住宅入居までの時期 

 

３ 
亜急性期 

(１週間～１か月) 

地域医療やライフライン機

能、交通機関等が徐々に復旧

している状況 

４ 
復旧・復興 

対策期 

仮設住宅対策や新し

いコミュニティづく

りが中心の時期 

 

４ 
慢性期 

(１～３か月) 

避難生活が長期化している

が、ライフラインがほぼ復旧

して、地域の医療機関や薬局

が徐々に再開している状況 

５ 復興支援期 

コミュニティの再構

築と地域との融合、復

興住宅等への移行期

間 

 

５ 
中長期 

(３か月以降) 

医療救護所がほぼ閉鎖され

て、通常診療がほぼ再開して

いる状況 

※(保健活動のフェーズ)出典：災害時の保健活動推進マニュアル(日本公衆衛生協会/全国保健師長会、令和２年３月） 

※(医療救護のフェーズ)出典：災害時医療救護活動ガイドライン第３版(東京都保健医療局、令和６年３月) 
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第２章 災害の想定 

１ 想定被害 

（１）地震 

①想定地震 

国分寺市地域防災計画を踏まえ、「首都直下地震等による東京の被害想定」（令和４年

５月 25日公表）により、市に最も大きな被害をもたらす立川断層帯地震とする。 

表 2.1.1 想定地震・想定ケース 

想定地震 立川断層帯地震（マグニチュード 7.4） 

想定ケース 最大被害となる冬の夕方 18時、風速８ｍ／秒のケース 

②震度分布 

市域の震度は６弱～６強のゆれと想定されている。 

 

図 2.1.1 立川断層帯地震での震度分布 

③被害の全体像 

市内で想定される被害の概要は、次のとおりである。 

○建物全壊 869 棟、半壊 2,086 棟（うち大規模半壊 447 棟）、出火件数９件、焼
失棟数 2,702棟 

○ライフライン被害は、停電率 13.6％、断水率 23.1％、ガス供給停止率 60.7％ 

○避難者 26,738人（人口の 21.8％が避難者となる。） 
○帰宅困難者 10,696人（市内に滞留する者） 
○死者 104人 

  

国分寺市 
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加えて、災害発生時は、地域医療の機能低下等により、在宅療養患者等も医療救護活

動の対象となることが想定され、医療負荷の軽減を図る観点から、保健部門においても

初期対応や経過観察等を行う必要がある。 

このため、全国の患者数および人口比に基づき、次のとおり保健活動の対象者数（推

定）を算出した。 

表 2.1.2 保健活動の対象者数（推定） 

対象者 対象となる理由 

65歳以上の避難者 約 5,800人※１ 
避難後の体調不良等が懸念されるため。 

85歳以上の避難者 約 1,000人※１ 

人工透析が必要な患者 約 360人※２ 
透析医療機関の継続が困難な場合には支
援が必要となるため。 

在宅酸素療法（HOT）患者 約 177人※３ 
停電により電源を確保できない場合には

支援が必要となるため。 

※１ 国分寺市の高齢者人口比率から推定 
※２ 「2021 年日本透析医学会統計調査報告書」による全国患者数から人口比で換算 
※３ 全国患者数 18 万人から人口比で換算 
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表 2.1.3 被害想定詳細（立川断層帯地震） 
時刻・時期 冬・夕方（18 時） 冬・昼（12 時） 冬・早朝（５時） 

風速 8m/s 4m/s 8m/s 4m/s 8m/s 4m/s 

死者 104 人 94 人 44 人 40 人 70 人 66 人 

 ゆれ建物被害 30 人 30 人 20 人 20 人 50 人 50 人 

屋内収容物 3 人 3 人 2 人 2 人 4 人 4 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 55 人 46 人 17 人 13 人 16 人 12 人 

ブロック塀等 16 人 16 人 4 人 4 人 1 人 1 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

負傷者 1,420 人 1,377 人 807 人 790 人 908 人 904 人 

 ゆれ建物被害 615 人 615 人 576 人 576 人 784 人 784 人 

屋内収容物 58 人 58 人 56 人 56 人 77 人 77 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 207 人 164 人 38 人 20 人 21 人 18 人 

ブロック塀等 538 人 538 人 137 人 137 人 25 人 25 人 

屋外落下物 1 人 1 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

（うち重傷者） 343 人 331 人 134 人 129 人 114 人 113 人 

 ゆれ建物被害 63 人 63 人 58 人 58 人 81 人 81 人 

屋内収容物 13 人 13 人 12 人 12 人 17 人 17 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 58 人 46 人 11 人 6 人 6 人 5 人 

ブロック塀等 210 人 210 人 53 人 53 人 10 人 10 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

要配慮者死者 67 人 61 人 29 人 26 人 45 人 43 人 

避難者 26,738 人 24,974 人 19,937 人 19,187 人 19,005 人 18,510 人 

帰宅困難者 10,696 人 10,696 人 10,696 人 10,696 人 ― ― 

都内滞留者 95,292 人 95,292 人 95,292 人 95,292 人 ― ― 

閉じ込めにつながり得る
エレベーター停止台数 

126 台 123 台 113 台 112 台 111 台 111 台 

自力脱出困難者 286 人 286 人 265 人 265 人 372 人 372 人 

災害廃棄物 30 万 t 29 万 t 25 万 t 25 万 t 25 万 t 24 万 t 

建物全壊棟数 869 棟 869 棟 869 棟 869 棟 869 棟 869 棟 

 ゆれ 869 棟 869 棟 869 棟 869 棟 869 棟 869 棟 

液状化 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

急傾斜地崩壊 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

建物半壊棟数 2,086 棟 2,086 棟 2,086 棟 2,086 棟 2,086 棟 2,086 棟 

 ゆれ 2,085 棟 2,085 棟 2,085 棟 2,085 棟 2,085 棟 2,085 棟 

液状化 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

急傾斜地崩壊 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

（うち大規模半壊） 447 棟 447 棟 447 棟 447 棟 447 棟 447 棟 

 ゆれ 446 棟 446 棟 446 棟 446 棟 446 棟 446 棟 

液状化 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

急傾斜地崩壊 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

火
災 

出火件数 9 件 9 件 5 件 5 件 4 件 4 棟 
焼
失 

棟
数 

倒壊建物を含む 2,702 棟 2,229 棟 878 棟 677 棟 628 棟 495 棟 

倒壊建物を含まない 2,627 棟 2,167 棟 854 棟 658 棟 610 棟 481 棟 

電力停電率 13.6％ 12.1％ 8.1％ 7.4％ 7.3％ 6.8％ 

通信不通率 8.6％ 6.9％ 2.9％ 2.2％ 2.2％ 1.6％ 

上水道断水率 23.1％ 23.1％ 23.1％ 23.1％ 23.1％ 23.1％ 

下水道管きょ被害率 3.6％ 3.6％ 3.6％ 3.6％ 3.6％ 3.6％ 

ガス供給停止率 60.7％ 60.7％ 60.7％ 60.7％ 60.7％ 60.7％ 
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（２）風水害 

①浸水 

都により「野川、仙川、入間川、谷沢川及び丸子川流域 浸水予想区域図（改定）」（令

和元年６月）が公表されている。想定最大規模の降雨（１時間最大雨量 153mm、24時間

総雨量 690mm）により、野川最上流部の谷での浸水が想定されている。 

また、内水氾濫では、野川、仙川の谷に続く凹地で、浸水が想定されている。 

 

図 2.1.2 浸水予想区域 

②土砂災害 

都により土砂災害警戒区域 16箇所（うち土砂災害特別警戒区域４箇所）が指定され

ている。 

 

図 2.1.3 土砂災害警戒区域 

（黄色：土砂災害警戒区域、赤色：土砂災害特別警戒区域） 
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２ 保健活動シナリオ 

（１）地震 

大規模地震発生時の保健活動の概要シナリオは、次のとおりである。 

大規模地震の発生により、多数の被災者が長期的に避難生活を送ることになり、避難

所での体調不調者への対応のほか、在宅要配慮者等への支援を行う必要がある。 

しかし、これらの活動を市職員のみで続けることは困難であるため、早期の段階から

受援について検討することが重要である。 

そこで、フェーズ０では、市職員を中心とした保健活動を行いつつ、応援チームの受

入れ準備等を進め、フェーズ２以降は、応援チームを中心とした活動にシフトする。 

また、保健・医療救護・福祉活動には、明確な境界がないため、各分野と連携を図り、

支援を行っていくことも必要となる。 

表 2.2.1 地震時の保健活動の概要シナリオ（フェーズ１まで） 

フェーズ 
フェーズ０ 

（概ね災害発生後 24 時間以内） 
フェーズ１ 

（概ね災害発生後 72 時間以内） 

地域概況 
人的被害・建物倒壊・水道や交通等インフ
ラの不全、余震の発生 

余震・被害の全容把握・避難者の増加・
生活用品の不足 

保健 
ニーズ 

◎生活環境の悪化 
◎深部静脈血栓症（DVT） 

◎感染症の流行 
◎熱中症 
◎歯科・口腔衛生 
◎メンタルヘルス 

課題 

・外傷、火傷、挫滅症候群等の傷病者が多
い。 

・夜間は、被害状況の把握が難しい。 
・避難所に行かず、自宅の玄関前、車庫等
の外に一時避難する人がいる。 

・ライフラインの不通、道路寸断等により
職員の参集が限られる。 

・車中泊によりエコノミークラス症候群
を発症する人がいる。 

・内服等薬剤を持参しなかった慢性疾
患患者が多い。 

・トイレ、避難所等の不衛生により、
感染症（インフルエンザ、胃腸炎等）
にり患しやすい。 

・要医療、要配慮者、アレルギー患者
等が多く、対応の調整が必要。 

・自宅避難者の状況が不明、車中泊等
の避難者も多く、情報が行き届かな
い。 

市の 
保健対策 

○市災害対策本部の設置 
○保健医療活動拠点（保健医療指揮所を
含む）の設置 

○保健活動チームの編成（避難所の状況
調査：医療救護活動を兼ねる） 

○情報収集・分析、対策立案 
○保健所との情報共有 
○保健活動方針検討・更新、活動調整（定
例ミーティング等） 

○保健活動体制の確立 
○応援チームの受援検討・要請 
○通常業務、非常時優先業務の調整 

○市災害対策本部の運営 
○保健医療活動拠点の運営 
○情報収集・分析、対策立案 
○保健所との情報共有 
○保健活動方針決定 
○保健活動チームの避難所巡回等 
○妊産婦等の安否確認 
○応援チームの受援準備 
○非常時優先業務の調整 
○職員の健康管理体制の検討 

保健所の 
対策 

○市との情報共有 
○市へのリエゾン派遣 
○市の活動状況把握 

○市との情報共有 
○市との保健活動支援内容の検討 
○市の活動状況把握 

※災害時の保健活動推進マニュアル（日本公衆衛生協会/全国保健師長会、令和２年３月）を参考に作成  
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表 2.2.2 地震時の保健活動の概要シナリオ（フェーズ２以降） 

フェーズ 
フェーズ２ 

（避難所対策が中心の

時期） 

フェーズ３ 
（避難所から概ね仮

設住宅入居までの

時期） 

フェーズ４ 
（仮設住宅対策や新し

いコミュニティづく

りが中心の時期） 

フェーズ５ 
（コミュニティの

再構築と地域と

の融合等） 

地域概況 
避難所の利用者・退出
者の増減・ニーズの顕
在化 

避難者の移動・コ
ミュニティの崩
壊・格差の顕在化 

復旧・復興対策の実施 

保健 
ニーズ 

◎食生活・栄養の偏り 
◎生活不活発病 
◎慢性疾患の治療継
続 

◎メンタルヘルス 
◎孤立 

◎通常時の保健ニーズへの回帰 

課題 

・昼間は仕事や家の片
付等で避難所は人
が少なく、ニーズ把
握が困難 

・家の片付け等による
疲労蓄積が増大 

・避難所生活の長期化
による脱水、感染
症、ADL 低下、便秘、
深部静脈血栓症、不
眠等が出現 

・プライバシーが守ら
れにくく、メンタル
不調者が増大 

・仮設住宅入居の手続
き等が始まり、スト
レスを抱える人が
多くなる 

・避難所閉鎖に伴
い、避難所が集
約され移動を余
儀なくされる。 

・生活基盤が確保
できる人、でき
ない人の格差が
表出 

・仮設住宅での生活の不便さにより
生活範囲が狭まる。 

・馴染みのない地域での生活で閉じ
こもりになりやすい。 

・生活環境の変化で、適応障害、アル
コール依存症の出現、孤立や不安、
特に高齢者の認知症の出現・悪化
がみられる。 

・避難生活の長期化により、生活習慣
病の悪化がみられる。 

・新たなコミュニティ構築に向けた
取組が必要 

市の 
保健対策 

○市災害対策本部の
運営 

○保健医療活動拠点
の運営 

○情報収集・分析、企
画 

○保健活動方針見直
し 

○保健活動チーム体
制を応援チームを
主体とする体制に
移行 

○職員の健康相談 
○通常業務再開に向
けての調整 

○市災害対策本部
の運営 

○保健医療活動拠
点の運営 

○情報収集・分析、
企画 

○保健活動方針見
直し 

○市災害復興本部の設置 
○情報収集・分析、企画 
○自立生活支援に向けた中長期保健
活動方針 

○職員の健康相談 
○通常業務の再開 

○応援チームの活
動終了、引継ぎ 

○職員の健康相談 
○応援者等の健康
管理 

○通常業務再開に
向けての調整、
再開 

 

○定期的な健
康調査の実
施(特にここ
ろのケアを
中心とした
アプローチ) 

保健所の 
対策 

○市との情報共有 
○市保健活動への支
援 

○環境衛生指導班、食
品衛生指導班によ
る避難所等の衛生
指導 

○市との情報共有 
○市へのリエゾン
派遣の終了 

○環境衛生指導
班、食品衛生指
導班による避難
所等の衛生指導 

○市との情報共有 
○市の状況に応じ保健活動のまとめ
と評価 
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（２）風水害 

風水害時における保健活動の概要シナリオは、次のとおりである。 

風水害時にはフェーズ０の前段階として「避難情報発令時」のフェーズがあり、状況

に応じて事前避難を行う者に対する健康支援を実施する。 

なお、フェーズ２以降は、地震時に準ずる。 

表 2.2.3 風水害時の保健活動の概要シナリオ（フェーズ１まで） 

フェーズ 
避難情報発令時 

（発災まで） 

フェーズ０ 

（概ね災害発生後 24 時

間以内） 

フェーズ１ 

（概ね災害発生後 72 時

間以内） 

地域概況 
要支援者の避難・停電・雨

音による情報伝達困難 

人的被害・孤立者の救助・

浸水・電気や交通等イン

フラの不全 

被害の全容把握・生活用

品の不足 

保健 

ニーズ 
◎避難者の低体温症 

◎生活環境の悪化 

◎深部静脈血栓症（DVT） 

◎感染症の流行 

◎熱中症 

◎歯科・口腔衛生 

◎メンタルヘルス 

課題 

・避難所等に避難者が集

まってくる。 

・要配慮者には、避難をた

めらう人、避難所へ移

動できない人等がい

る。 

・大きな雨風の音により、

無線等による避難情報

の伝達が阻害され、避

難行動をしない人もい

る。 

・夜間は、被害状況の把握

が難しい。 

・浸水により自宅２階等

に避難する人がいる。 

・ライフラインの不通、道

路冠水等により参集困

難な職員がいる。 

・内服等薬剤を持参しな

かった慢性疾患患者が

多い。 

・トイレ、避難所等の不衛

生により、感染症（イン

フルエンザ、胃腸炎等）

にり患しやすい。 

・要医療、要配慮者、アレ

ルギー患者等が多く、

対応の調整が必要 

市の 

保健対策 

○市災害対策本部の設置 

○避難情報発令、避難所

設置状況等の収集 

○情報収集・分析、企画 

○保健所との情報共有 

○避難所、自主避難所の

巡回等 

○通常業務、非常時優先

業務の調整 

○市災害対策本部の運営 

○情報収集・分析、企画 

○保健所との情報共有 

○保健活動チームの編成 

○保健活動方針検討 

○保健活動体制の確立 

○応援チームの派遣要

請、受入準備 

○通常業務、非常時優先

業務の調整 

○市災害対策本部の運営 

○情報収集・分析、企画 

○保健所との情報共有 

○保健活動方針決定 

○保健活動チームの避難

所巡回等 

○応援チームの受入 

○非常時優先業務の調整 

○職員の健康管理 

保健所の

対策 

○市との情報共有 

○市の活動状況把握 

○人工呼吸器使用者等へ

の注意喚起 

○市との情報共有 

○市へのリエゾン派遣 

○市の活動状況把握 

○市との情報共有 

○市との保健活動支援内

容の検討 

○市の活動状況把握 

※災害時の保健活動推進マニュアル（日本公衆衛生協会/全国保健師長会、令和２年３月）を参考に作成 
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第３章 災害時保健活動体制 

１ 市災害対策本部の体制 

災害時の保健活動は、市災害対策本部の災対健康福祉部救護支援班が所掌している。

市災害対策本部における救護支援班の位置づけは、次のとおりである。 

 
図 3.1.1 災害対策本部組織 

  

 

災対総務政策部 

本部班 
人員管理班 
資源管理班 
広報班 
財務班 
被害認定調査班 
議会班 

国分寺高校地区防災センター運営班 

災対健康福祉部 
救護支援班 
避難行動要支援者班 

災対子ども家庭部 
保育・子育て支援班 
子ども庶務班 

市民生活班 
物資調達班 
避難対策班 

災対教育部 
学校管理・運営班 
小中学校地区防災センター運営班 
公民館班 

災対まちづくり部 都市対策班 

災対建設環境部 
都市建設班 
上下水道班 
環境保全班 

国分寺市消防団 

本
部
長
（
市
長
） 

本部員 

○国分寺市組織規則第５条
第１項に規定する部長 

○国分寺市組織規則第５条
第２項第１号に規定する
担当部長 

○国分寺市議会事務局設置
条例第２条第１項に規定
する事務局長 

○会計管理者 
○防災安全課長 
○消防団長 

防災会議 

本部長室 

災対市民生活部 
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また、市災害対策本部各班の所掌事務のうち、災害時保健活動に関わるものは、次の

とおりである。 

表 3.1.1 災害対策本部各班の分掌事務（保健活動関連） 

部 班 分掌事務（救護支援班以外は保健活動に関連するものに限る。） 

各部 

各地区防

災センタ

ー運営班 

1.  担当する地区防災センターの開設及び運営 

2.  避難所及び要配慮者保護スペースの開設及び運営 

5.  避難所における活動の記録 

6.  避難者名簿の整理 

7.  避難所における救援物資の要請及び受入れ 

8.  避難者の生活 

9.  避難者の衛生対策 

11. 避難者等への食事の提供 

災対総務

政策部 

本部班 

2.  非常配備態勢その他本部長命令の伝達 

7.  東京都、防災関係機関、NPO、民間団体、応援自治体等との連絡

調整 

8.  自衛隊及び応援部隊の対応 

9.  他の市区町村との連絡調整及び通信連絡の統括 

11. 防災行政無線、IP 無線機の統制及び維持管理 

12. 避難の指示等に関する事務 

13. 避難所及び二次避難所の開設指示、期間延長、統合・廃止 

17. その他災害対策の総合調整 

人員管理

班 

4.  職員の健康管理 

5.  災害時の他自治体からの受援受け入れ態勢 

広報班 1.  広報活動 

災対健康

福祉部 

救護支援

班 

1.  災害医療コーディネーターの補佐 

2.  医師会災害対策本部の設置及び運営の支援 

3.  医療救護所の設置及び運営 

4.  医療資器材、医薬品等の調達 

5.  医療救護 

6.  被災者の健康管理、感染予防等 

7.  避難所等における食品の衛生管理と栄養指導 

8.  遺体収容所の開設及び運営（市民生活班に属する業務を除く） 

避難行動

要支援者

班 

1.  避難行動要支援者の安否の確認、避難の介助その他安全の確保 

2.  地区防災センター内要配慮者の保護スペースの運営 

3.  所管する二次避難所の開設及び運営 

4.  福祉団体等の状況把握及び連絡調整 

5.  福祉避難所（高齢者施設・障害者施設）の運営支援 

7.  被災者生活実態調査（被災者センサス）の実施 

災対子ど

も家庭部 

保育・子育

て支援班 

2.  所管する二次避難所・補助施設の開設及び運営に関すること 

3.  福祉団体等の状況把握に関すること 

4.  福祉避難所（保育園）の運営支援に関すること 

5.  応急保育の実施及び保育園・学童保育所の再開に関すること 

6.  園児・児童のメンタルヘルスケアに関すること 

災対市民

生活部 

物資調達

班 

1.  物資の輸送に関すること 

2.  食料、物資の必要量の把握に関すること 

3.  協定団体に対する物資等の供給要請に関すること 

7.  所管する物資集積所の開設及び運営に関すること 

8.  救援物資の受入れ、仕分及び管理に関すること 
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２ 救護支援班の体制 

（１）救護支援班の職員配備 

救護支援班の職員は、市災害対策本部設置時に配備する。市災害対策本部の設置基準

は非常配備態勢であり、次のとおりである。 

なお、勤務時間外に地震が発生した場合、救護支援班の職員は市役所（あらかじめ指

定された職員はいずみプラザ）に参集する。 

表 3.2.1 災害対策本部設置時の配備態勢と基準 

 配備態勢 配備基準 

地震 非常配備態勢 ○市内において震度５弱以上の地震が発生した場合 

風水害 

水防第１ 

非常配備態勢 

○水防警戒態勢（警戒本部）では対処できない場合、

又は市災害対策本部長が必要と認めた場合 

水防第２ 

非常配備態勢 

○市の複数地域で相当規模の災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合 

（２）保健医療活動拠点、指揮所の設置・運営 

救護支援班は、医療救護活動及び保健活動の拠点として、「保健医療活動拠点」をい

ずみプラザに設置する。 

また、情報・通信の観点から、連絡調整機能の一部は、市役所本庁舎（災害対策本部

室）に設置する「保健医療指揮所」で担う。 

保健医療活動拠点の閉鎖は、市災害医療コーディネーターの医学的な助言等に基づ

き、適切に判断する。 

①保健医療活動拠点の機能等 

保健医療活動拠点は、市災害医療コーディネーターの助言のもと救護支援班が運営

する。 

表 3.2.2 保健医療活動拠点の運営責任者と運営要員 

運営責任者 救護支援班長（健康推進課長（代理：子育て相談室長）） 

運営要員 

救護支援班員（健康推進課職員、子育て相談室母子保健係

職員） 

ただし、保健活動に従事する者を除く。 
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保健医療活動拠点の構成、活動方針は、次のとおりである。 

表 3.2.3 活動拠点（指揮所業務に従事する者を除く）の構成と基本方針 

フェーズ 構成 基本方針 

災害発生 

～緊急対策期 

（72時間以内） 

○医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師 

医師会災害対策本部長が、市災害医療コーディネ

ーターと調整のうえ統括する（主に 72時間以内）。

医師会災害対策本部長が参集までの間は、医師会

災害対策本部員で参集した者で調整のうえ統括を

行う。 

○市保健師、市栄養士、市歯科衛生士 

救護支援班長（健康推進課長）が、保健活動チーム

リーダー（正・副）を指名する（歯科衛生士は災害

歯科医療での役割が想定されるため、保健活動チ

ームリーダーに指名しない。）。 

○健康推進課長（救護支援班長） 

○健康推進課職員、子育て相談室母子保健係職員（運

営要員） 

情報整理、指揮所との連絡、応援受入れ、活動支援

等の事務を行う。 

市災害対策本部

の方針を踏まえ、

市災害医療コー

ディネーターと

の調整のうえ、医

師会災害対策本

部が主体となる。 

応急対策期 

以降 

（72時間以降） 

上記に応援チームが加わる（応援チーム主体で構成

する。）。 

外部からの応援

チームを活用し

て対応する。 

※保健活動チームリーダー：以下「チームリーダー」という。 

 

 

図 3.2.1 保健医療活動拠点のレイアウトイメージ（ミーティング時） 

  

掲示板 掲示板 

掲
示
板

 

掲示板 

 

資機材 

掲
示
板

 

いずみプラザ２F 講座室１～４ 

廊下 

■IP 無線 

健康推進課長、健康推進係長、運営要員 

■PC 

災害薬事 
コーディネーター 

 

医師・歯科医師・薬剤師・柔道整復師 

・保健師・栄養士・歯科衛生士等 

リーダー医師 
又は医師会災害
対策本部長 

災害医療コー

ディネーター 

保健活動 
チームリーダー 

災害時統括 
保健師 
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②保健医療指揮所 

市役所本庁舎（災害対策本部室）に市災害医療コーディネーター、災害時統括保健師

等を配置した指揮所を設置する。 

指揮所では、市災害医療コーディネーターの助言、災害時統括保健師が検討する保健

活動方針の下、都防災行政無線、IP 無線等を用いた情報収集、連絡・調整等、市災害

対策本部の他部門との調整、医療救護活動及び保健活動の統括を行う。 

表 3.2.4 指揮所の構成と役割 

市災害医療コーディ

ネーター 

・市内の医療機関の情報収集、連絡・調整 

・緊急医療救護所設置、市内病院への支援の判断に関する医学的

助言 

・市医療救護班の編成、応援要請の判断に関する医学的助言 

・傷病者の受入先、搬送の調整 

・地域災害医療コーディネーターとの連絡調整 

・医師会災害対策本部との連絡・調整 

・避難所等での医療救護活動の統括、保健活動への助言 

災害時統括保健師 

（市保健師） 

・市災害医療コーディネーターの補佐 

・保健所（リエゾンを含む。）等との連絡調整 

・保健活動の統括、保健活動方針の検討 

救護支援班係長 

（健康推進係長） 

・市災害対策本部の指示伝達等の調整 

・市災害医療コーディネーターとの協議・意見の伝達 

市災害対策本部各対策部との全体調整 

・災対健康福祉部長、救護支援班長(健康推進課長)との連絡・調

整 

・外部機関との調整 

運営要員 

（健康推進

課職員） 

情報・ 

連絡担当 

・市 IP無線、EMIS の操作、都防災行政無線等での連絡依頼（情

報収集、連絡） 

・外部機関との事務連絡 

・応援要請等の事務 

・市災害対策本部各対策部との連絡 

活動支援

担当 

・連絡（市災害対策本部室、いずみプラザ、各班） 

・資機材（医療救護活動拠点の資機材、車両調達） 

・その他の事務 
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図 3.2.2 保健医療活動拠点の概念図 

救護支援班 

【医療対策拠点（災害医療センター）】 
・地域災害医療コーディネーター 
・災害時小児周産期リエゾン 
・透析医療ネットワークブロック長等 

【市内医療機関等】 
・国分寺病院 
・国分寺内科中央病院 
・産科医療機関 
・透析医療機関（透析医療ネッ
トワーク副ブロック長）等 

東京都、
保健所等 

情報 
調整 
要請 

※72 時間以内の対応 

情報 

避難所等への医療救護班、保健

活動チーム等の編成・派遣 

緊急医療救護所（いずみプラ
ザ）の設置・運営※ 

国分寺病院、国分寺内科中央病

院への医療救護班の編成・派遣

※ 

市災害医療コーディネーター 災対各部 
地区防災セ

ンター等 

保健医療指揮所 
（市役所 災害対策本部室） 

保健医療活動拠点（いずみプラザ） 

医師会災害対策本部 

災害薬事センター 

医薬品等の確保 

応援チームの受入れ 

救護支援班 

情報 
調整 
要請 

●保健医療指揮所の配置 
【災害対策本部室・災対健康福祉部席】 

・市災害医療コーディネーター 

・災害時統括保健師 

・健康推進係長、健康推進課職員 

・保健所リエゾン 等 

●保健医療活動拠点の配置 
【責任者】健康推進課長 

【医師会災害対策本部】 

・医師、歯科医師、柔道整復師 

【災害薬事センター】 

・市災害薬事コーディネーター、薬剤師 

【活動拠点（作業場所・待機場所）】 

・子育て相談室長 

・健康推進課職員、子育て相談室母子保健係職員（運営要員） 

・リーダー医師 

・保健師、栄養士、歯科衛生士 

市災害医療コーディネーターによる外部機関との

連絡・調整（搬送・傷病者受入れ・応援要請等） 

活動方針の指示 
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３ 保健活動体制の編成等 

（１）フェーズ１までの編成 

発災から 72時間以内は、避難所の体調不良者等の対応を中心とした保健活動体制を

編成する。 

この時期は、市外からの支援を受けることは難しく、限られた市職員での対応が前提

となるため、災対各部に配属されている保健師（以下、看護師を含む。）、歯科衛生士、

栄養士を保健医療活動拠点に参集させ、職種混合の保健活動チームを編成する。 

なお、24時間対応となる場合は、２交替制で編成する。 

表 3.3.1 保健活動体制の編成等（フェーズ１まで） 

活動拠点 役職・チーム名 配置職員 担当事務 

保健医療指

揮所 

（市役所災

害対策本部

室） 

災害時統括保健師 

正）市保健師  １名 

副）市保健師  １名 

○保健活動の統括、保健活動方

針の検討 

○保健ニーズ等の分析 

○保健所リエゾン等との調整 

○フェーズ２以降の方針検討 

運営要員    数名 

（活動拠点の運営要員 

を除く。） 

○上記の事務の補佐 

○保健活動資機材の調達 

○応援チームの受援準備 

○連絡調整（市災害対策本部

室、関係各班、保健医療活動

拠点） 

保健医療活

動拠点 

(いずみプ

ラザ) 

チームリーダー 

正）市保健師  １名 

副）市保健師  １名 

副）市栄養士  １名 

○保健活動チームの編成 

○定例ミーティングの開催、庶

務 

○活動の整理、指揮所への報告 

○フェーズ２以降の活動準備 

運営要員    数名 

（指揮所の運営要要員

を除く。） 

○上記の事務の補佐 

保健活動チーム 

市保健師、市栄養士、 

市歯科衛生士 

（１チーム当たり３名 

以上） 

○避難所の巡回、アセスメント 

○妊産婦等の安否確認 

○活動記録、拠点への報告 

図 3.3.1 保健活動体制の概略図（フェーズ１まで） 

保健医療指揮所 
○災害時統括保健師（市保健師） 
○運営要員 

保健医療活動拠点 

○チームリーダー（市保健師・市栄養士） 

○運営要員 

○保健活動チーム：市の専門職で編成 
（市保健師・市栄養士・市歯科衛生士） 

避難所等 
巡回 

フェーズ１（72 時間以内）は市職員の

専門職で保健活動チームを編成し対応

する。 
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（２）フェーズ２以降の編成 

発災から 72時間以降は、避難所及び在宅要配慮者等の健康確保への対応を中心とし

た保健活動体制を編成する。 

なお、72 時間以降は、応援チームの受援状況に応じて健康推進課及び子育て相談室

（母子保健係）以外の職員を本来の所属部署へ順次復帰させることとし、保健活動チー

ムは応援団体よる編成を基本とする。 

このように、フェーズ２以降は、外部からの支援を受け入れることを前提とするた

め、職種ごとのチーム（保健師チーム、歯科衛生士チーム、栄養士チーム）を編成し、

これらのチームを総称して「保健活動チーム」という。 

表 3.3.2保健活動体制の編成等（フェーズ２以降）72時間経過後以降 

活動拠点 役職・チーム名 配置職員 担当事務 

保健医療指揮

所 

（市役所災害

対策本部室） 

災害時統括保健師 

正）市保健師  １名 

副）市保健師  １名 

○保健活動の統括、保健活動方

針の見直し 

○保健ニーズ等の分析 

○保健所リエゾンとの調整 

○通常業務の再開、応援チーム

の撤退に向けた方針検討 

運営要員   数名 

（活動拠点の運営要

員を除く。） 

○上記の事務の補佐 

○保健活動資機材の調達 

○応援チームの受入､撤退､引

継 

○連絡（市災害対策本部室、関

係各班、保健医療活動拠点） 

保健医療活動

拠点 

(いずみプラ

ザ) 

チームリーダー 

正）市保健師  １名 

副）市保健師  １名 

○保健活動チームの編成 

○定例ミーティング開催・庶務 

○活動の整理、指揮所への報告 

○通常業務の再開、応援チーム

の撤退に向けた準備 

副）市栄養士  １名 

○栄養・食生活関係の統括 

○炊き出し等の準備、実施の助

言 

運営要員   数名 

（指揮所の運営要員

を除く。） 

○上記の事務の補佐 

 

 

３つのチー

ムを総称し

て「保健活

動チーム」

という。 

保健師チーム 
応援保健師 ２～３名 

（地区別） 

○避難所、在宅要配慮者の訪

問、健康相談 

○チームリーダーへの報告 

歯科衛生士チーム 
応援歯科衛生士 

２～３名 

○避難所等の巡回（歯科口腔保

健の調査） 

○チームリーダーへの報告 

栄養士チーム 応援栄養士 ２～３名 

○避難所等の巡回（栄養、食生

活の調査） 

○チームリーダーへの報告 
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図 3.3.2 保健活動体制の概略図（フェーズ２以降） 

保健活動チームは中学校区単位を基本として活動する。 

また、必要に応じて各中学校の地区防災センターに地区活動ベースを確保して、現場

レベルでの職種間の連携を行いやすくするとともに、保健活動資機材の備蓄、補給等を

行う。 

栄養面に関しては、特殊栄養食品ステーションを物資集積所（市民スポーツセンタ

ー・市民ひかりスポーツセンター）内に確保する。 

表 3.3.3 保健活動の確保スペース等（フェーズ２以降） 

スペース名 機能 候補とする拠点 

地区活動ベース 

○保健活動チームが現場で使用

する資機材、記録様式、資料等

の備蓄 

○必要に応じて保健師チーム等

が執務作業を実施 

各中学校地区防災センター内に場

所を確保する。 

特殊栄養食品 

ステーション 

○緊急栄養補給物資の受入れ、仕

分け、避難所等への払い出し 

物資集積所 

（市民スポーツセンター内） 

（市民ひかりスポーツセンター内） 

 

  

保健医療指揮所 
○災害時統括保健師（市保健師） 
○運営要員 

保健医療活動拠点 

○チームリーダー（市保健師・市栄養士） 

○運営要員 
担当地区を
定めて巡回 

第１中学校区 

第２中学校区 

第３中学校区 

第４中学校区 

第５中学校区 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

避難所等 

フェーズ２以降（72 時間以降）は外部

からの応援団体で保健活動チームを編

成し対応する。 
外部からの応援団体（応援チーム） 

○保健活動チーム：外部の専門職で編成 

・保健師チーム（応援保健師） 

・歯科衛生士チーム（応援歯科衛生士） 

・栄養士チーム（応援栄養士） 
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４ 保健活動の受援体制 

（１）都・保健所との連携 

都・保健所は、大規模災害時にリエゾンを市に派遣して災害時保健活動を支援す

る。 

市は保健所リエゾンを保健医療指揮所に速やかに受け入れ、連絡調整、市の保健活

動への的確な支援体制を確保する。 

都は避難所の環境衛生及び食品の安全確保のため、「環境衛生指導班」及び「食品

衛生指導班」を派遣等して市を支援する。 

市は、その他、精神疾患患者、精神障害者の精神科医療、精神的不調を予防する心

理教育、精神保健の普及啓発を要する場合、こころのケアを要する場合、東京 DPAT

活動拠点本部（医療対策拠点）に「災害派遣精神医療チーム（DPAT）」の派遣を要請

する。 

表 3.4.1 災害時の都・保健所の保健活動・市の支援 

地域保健活動 

○在宅難病患者、在宅人工呼吸器使用者、重症心身障害児、医療的ケア

児、継続医療が必要な精神及び結核等感染症の患者への対応 

○防疫対応 

・被災地や避難所における感染症発生状況の把握及び情報提供 

・感染症の流行状況等を踏まえて市が実施する予防接種に関する指

導・調整 

・避難所等における感染症及び食中毒の集団発生時の疫学調査及び感

染拡大防止対策の実施 

・一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症患者の入院先医療機

関の確保及び移送・搬送手段の確保 

○市と連携した食品の安全確保、食中毒等健康被害や食品の異常の発生

への対応（「食品衛生指導班」の編成） 

○飲料水の安全や避難所等の環境衛生の確保のための助言、指導（「環境

衛生指導班」の編成） 

○特定給食施設等に対する支援 

○毒物劇物等の取扱事業者等への指導 

○施設が所有するラジオ・アイソトープ漏えい事故対応 

市の支援 

○市保健師の保健活動方針・計画作成を支援 

・市の保健活動に不足する人員についての応援要請の調整 

○応援管理栄養士の活動調整、市栄養担当者への技術支援 

○市の防疫活動、巡回歯科相談、心のケア等の取組への支援指導 

○健康管理や衛生管理対策等に関する助言及び教材の提供 

※「西多摩圏域市町村災害時保健活動ガイドライン」p74より 

（２）保健活動の応援、保健師等の派遣要請 

災害時統括保健師は、保健師、管理栄養士、歯科衛生士の応援派遣の必要性の判断、

必要数の算定、保健所との調整等を行う。 

また、応援受入のための物品・様式等の準備及びオリエンテーションについては、

チームリーダーが中心となって行う。 
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なお、派遣受入拠点（待機、オリエンテーション等スペース）は、保健医療活動拠

点（調理実習室、講座室）とする。 

①保健所等への要請 

保健師等の派遣については、市（救護支援班）が職種及び応援制度に応じて次のとこ

ろに要請する。 

表 3.4.2 保健師等の応援の要請先 

要請先 職種等（派遣元） 

都・保健所 

保健師、環境衛生指導班 

食品衛生指導班 

災害支援ナース（看護協会） 

JDA-DAT（栄養士会） 

東京 DPAT活動拠点本部（医療対策拠点） DPAT 

市災害対策本部（人員管理班） 
保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士 

（災害協定の締結自治体等） 

②保健関係機関への協力要請 

市（救護支援班）は、災害時における妊産婦及び乳幼児（以下「妊産婦等」という。）

への支援活動について協力を要する場合、公益社団法人東京都助産師会国分寺地区分

会（以下「助産師会」という。）との災害協定に基づき、助産師会に対して次の活動の

支援を要請する。 

○避難所及び家庭訪問等における妊産婦等に対する健康相談及び支援 

○医療救護所等における妊産婦等に対する応急救護活動 

○その他助産師が平常時に行う業務の範囲内で市が必要とする業務 
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５ 情報通信体制 

（１）通信手段の確保 

災害対策本部及び保健医療活動拠点を中心とした通信系統は、次のとおりである。 

災害時は、IP無線、都防災行政無線を主体的に活用し、市内の各拠点、関係機関と

の通信を確保する。 

表 3.5.1 主な災害時通信手段 

主な連絡手段 主な通信区間 

有線 

一般加入電話・FAX 
関係機関、庁内、各施設等 

災害時優先電話 

庁内イントラネット 庁内、各施設等 

無線 

都防災行政無線 都、関係機関、都内市区町村 

IP無線 関係機関、各施設等 

市防災行政無線（移動系） 災害現場、消防団詰所 

市防災行政無線（固定系） 市内全域 

口頭 連絡員による伝達 
機器による通信手段が使用できない場

合における庁内、各施設等 

図 3.5.1 保健医療関係の通信系統図 

市災害対策本部 

 

 

保健医療指揮所 

東京都災害対策本部 

保健医療活動拠点 

（いずみプラザ） 

多摩立川保健所 

現場の活動チーム 

医療対策拠点 
・地域災害医療コー
ディネーター 

・地域災害時小児周
産期リエゾン 

国分寺消防署 

小金井警察署 

地区防災センター 

国分寺病院・国分寺内
科中央病院 

市 IP 無線 

都防災行政無線 

二次避難所（一部） 

透析医療ネットワーク
副ブロック長（国分寺
南口クリニック） 

電話 

市外の医療機関 

（注）市 IP 無線の運用について 

▸保健医療指揮所・保健医療活動拠点・病院・医療対策拠点間は、市 IP 無線（医師会

グループチャンネル）を主な通信手段とし、連絡を要する拠点同士が直接通話する。 

▸同じグループチャンネル内では音声が同報され、連絡内容はすべての無線局で共有

できるため、保健医療指揮所を中継して連絡する必要はない。 
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（２）保健活動の連絡 

救護支援班は、保健医療指揮所、保健医療活動拠点に、それぞれ通信担当者、クロノ

ロジー担当者を配置し、通信記録、クロノロジーへの入力を行う。 

関係各班、関係機関等との情報連絡系統は、次のとおりである。 

 

図 3.5.2 保健活動関係の情報連絡系統図について 

※「C」はセンター、「Co」はコーディネーター、「TL」はチームリーダー、「ST」はステーションの略 

  

市役所 

保健医療活動拠点 
（いずみプラザ） 

災害対策本部室 

【本部連絡員】 

各防災拠点 

・地区防災センター 

（地区活動ベース） 

・物資集積拠点 

（特殊栄養食品 ST） 

助産師会 

国分寺地区分会 

都庁 

多摩立川保健所 

指示 報告・要請 指示 報告・要請 

要請 

要請 

情報提供 

依頼・助言 

医師会災害対策本部 

【保健活動 TL】 

・運営要員 

 

助産師派遣 

リエゾン派遣 

 指示 

報告・要請 

巡回訪問 

 

保健医療指揮所 

・災害医療 Co 

・災害時統括保健師 

・救護支援班職員 

保健活動チーム 

報告    指示 

災対部関係各班 

・地区防災 C運営班 

・避難行動要支援者班 

・物資調達班 ほか 

報告・要請 

対応指示 
情報提供 
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６ 保健活動の基本オペレーション 

（１）勤務時間外の初動対応 

勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生した場合、救護支援班の職員は、市役所に参

集することになっている。 

ただし、救護支援班長（健康推進課長）、災害時統括保健師、チームリーダー等が未

参集の場合、参集した職員の中でその役職を割り当て、役職上位者が参集次第、引継ぎ

を行う。 

なお、最初に参集した職員は、即応本部班による庁舎及びいずみプラザの安全確認が

未実施の場合、自ら安全確認を行う。 

勤務時間外の地震発生時の初動対応フローは、次のとおりである。 
 

地震発生 

○市内で震度５弱以上を観測 

○救護支援班職員は市役所（あらかじめ指定された職員はいずみプラ

ザ）へ参集開始 

  

職員配備 

○参集した職員を、災害時統括保健師等に暫定配置 

○庁舎及びいずみプラザの安全を確認した上で、事務機器等を配置 

○参集途上で把握した被害状況等を整理し、市災害対策本部に報告 

  

情報収集・

分析 

○市災害対策本部から、被害状況、避難所の状況等を収集 

○EMIS、医師会災害対策本部から医療機関の状況を確認 

○保健医療ニーズを分析し、当面の活動方針を検討 

・巡回する避難所、優先順位等を設定 

・緊急医療救護所及び医療救護班に保健師等が必要な場合は、災害医

療コーディネーターと調整 

  

活動準備 

○参集した保健師等で、保健活動チームを編成 

・１チーム３名以上 

・チーム員で、調査内容、留意事項等を確認 

○記録様式、資機材、移動手段等を準備 

・ラピッドアセスメントシート、携行品・必要物品（資料・様式集を

参照） 

  

避難所調査 

○地区防災センター運営班（災害初動要員）と連携し、衛生環境、有症

状者、要医療サポート者等を確認 

・緊急の医療を要する避難者を確認した場合、保健医療指揮所へ即報 

○調査、活動記録の整理、保健医療指揮所への報告 

  

ミーティン

グ 

○医師、歯科医師、薬剤師等と情報共有 

・被害状況、活動状況、避難所・避難者の状況 

・健康課題、支援方針の検討 

○市災害対策本部に今後の課題等を報告 

図 3.6.1 勤務時間外の初動対応フロー 
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（２）日々の基本対応 

初動以後は、受援や復旧の見通しをもとに、活動方針、体制等を見直し、個別の健康

課題に対応していく。日々の基本的な対応フローは、次のとおりである。 

 

情報収集、分析 

（災害時統括保健師） 

○市災害対策本部（本部連絡員）から、被害状況、復旧見

通し、本部の基本方針等を収集 

○EMIS、医師会災害対策本部から医療機関の状況を確認 

（保健医療活動拠点において医療側と共有） 

○保健医療ニーズ、受援の見通しを踏まえ、活動方針、活

動体制を見直し 

  

受援 

（災害時統括保健師） 

（チームリーダー） 

○保健所（リエゾン）、助産師会等に、保健師等の派遣を相

談 

○応援保健師等の受入、オリエンテーション、引継ぎ 

  

活動準備 

（チームリーダー） 

○保健活動チームを再編 

○記録様式、資機材等を補充 

  

避難所巡回・戸別訪問 

（保健活動チーム） 

○地区防災センター運営班等と連携し、避難所の衛生環境、

避難者の健康課題を確認 

○避難者、在宅要配慮者等の健康相談 

○調査、相談記録の整理、チームリーダーへの報告 

  

ミーティング 

（関係者） 

○災害時統括保健師、チームリーダー、医師、歯科医師、

薬剤師等と情報共有 

・活動状況、避難所・避難者の状況 

・保健、医療、歯科、服薬等のニーズへの対応調整 

  

関係各班との調整 

（災害時統括保健師） 

○市災害対策本部に今後の課題等を報告 

・関係各班と個別課題への対応協議 

図 3.6.2 初動以後の日々の対応フロー 
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第４章 フェーズ１まで（72時間以内）の保健活動 
発災から 72時間以内の保健活動の概要は、次のとおりである。 

表 4.1 フェーズ０～１の保健活動 

フェーズ フェーズ０ フェーズ１ 

活動体制 

●情報収集・分析、活動体制の検討 

●◎○活動体制の確立 

●◎○医療救護活動への協力 

●◎活動調整（定例ミーティング等） 

●◎受援の準備 

避難所 

・避難者 

●◎情報収集・分析、巡回方針の検討・指示 

○避難所の巡回（ラピッドアセスメント等） 

◎活動状況等の整理、指揮所への報告 

●市災害対策本部への報告、関係班との調整 

在宅 

要配慮者 

●避難行動要支援者班との情報共有（妊産婦等の安否確認状況） 

◎○妊産婦の安否確認 

栄養 

●食事状況の収集・分析、食品調達の助言 

◎栄養士の受援準備 

◎○避難所の巡回、地区防災センター運営

班（災害初動要員）への助言、関係班へ

の食品調達の助言、食品仕分けの支援 

●炊き出し予定の確認 

◎○炊き出し計画の支援 

口腔衛生 

●歯科口腔保健情報の収集・分析、歯科衛生士の受援準備 

◎○歯科口腔保健ニーズの整理、歯科医師会との協議支援 

●口腔衛生用品調達の助言 

◎○口腔衛生用品の不足状況整理 

※●災害時統括保健師、◎チームリーダー、○保健活動チーム 
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１ 活動体制の確立 

◆対策のポイント 

○発災直後から保健活動体制の編成を担う役割を決め、地域全体の情報の把握・報告に

遅れが生じないよう留意する。 

○大規模災害時は、限られた人的・物的資源を用いて優先順位をつけて活動すること、

市災対本部の指揮の下で活動すること等、通常とは異なる対応が求められることを認

識する。 

○発災から 72 時間以内は従事可能な職員数が限られるため、参集した職員の中から役

割を割り当てる等、柔軟に対応する。 

○積極的に現状の情報共有に努める。 

◆実施方針 

○この時期の活動については、市職員での対応が前提となる。従事可能な職員が限られ

ることを考慮し、参集状況に応じて保健活動チーム（１チーム３名以上）を編成し、

被害の状況を踏まえて地区防災センター等に派遣する。 

○この時期に把握した情報からフェーズ２以降の事態、保健ニーズを予測し、必要な保

健活動体制の計画、応援チームの派遣要請、受援の準備を行う。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部、関係班、医師会災害対策本部等からの

情報収集、保健活動チームへの情報提供 

○関係班への助言 

○関係機関、団体への支援要請 

○情報の記録・整理等 

○保健医療指揮所の設営、資機材の設置等、受援の準備 

チームリーダー 
○保健医療活動拠点の設営 

○避難者の保健ニーズ等の情報整理、分析 

保健活動チーム ○避難所の保健活動 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。  
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（１）情報収集・活動方針、活動体制の決定 

①情報分析、活動体制の検討 

【災害時統括保健師】 

□ 次の情報を収集し、保健ニーズを分析する。 

○救護支援班職員の参集状況 

○いずみプラザの被害状況、使用の可否 

○市内の被害状況、避難所・避難者の状況 

○市災害対策本部の基本方針 

□ 保健医療指揮所（市役所本庁舎災害対策本部室）、保健医療活動拠点（いずみプラ

ザ）が使用できない場合、市災害対策本部室と代替施設（いずみプラザの代替候補

は市役所本庁舎）を協議する。 

□ 当面の保健活動方針を検討し、方針の決定・更新を行う救護支援班長（健康推

進課長）に報告する。 

○保健活動体制（チームリーダーの指名、保健活動チームの編成方針） 

○活動拠点施設（保健医療指揮所、保健医療活動拠点） 

○当面の保健活動方針 

□ 決定した活動体制等を、チームリーダー及び保健活動チームに伝達する。 

②活動体制の確立 

【災害時統括保健師】 

□ 保健医療指揮所の設営、事務機器等の配置を行う。 

□ 保健医療指揮所、通信機器（IP無線等）の点検、記録様式の配置等を行う。 

【チームリーダー、保健活動チーム】 

□ 当面の保健活動方針の確認、保健医療活動拠点（いずみプラザ）の設営、事務機

器の配置等を行う。 

□ 休憩場所を検討し、休憩・睡眠を確保できるよう配慮する。 

□ 参集状況、保健活動チームの編成方針を踏まえてチーム編成を行う。 

□ 決定したチーム編成等を、保健医療指揮所に報告する。 

□ 24時間対応が見込まれる場合は、活動開始直後よりシフト体制（基本は２交替）

を組む。 

（２）医療救護活動への協力 

□ 地震発生後 72 時間以内は、災害の規模及び医療救護ニーズの状況により、救護

支援班長（健康推進課長）の指示のもと、保健師・歯科衛生士の救護支援班職員を

緊急医療救護所に配置し、医療救護活動を支援する。 

□ 緊急医療救護所に配置された保健師・歯科衛生士は、医療救護所指揮者の下、応

急手当及び診療の補助等を行う。 
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（３）活動調整 

①定例ミーティングの企画・運営 

【チームリーダー】 

□ 定例ミーティングを運営する。 

○１日１～２回（朝、晩）、保健医療活動拠点（いずみプラザ２階講座室）に

おいて実施する。 

○フェーズや現場に合わせ、実施方法、参加メンバーを検討する。 

□ 定例ミーティングの準備を行う。 

○開催場所・時間（開始時間・所要時間）を決め、参加メンバーに周知する。 

○司会、庶務（記録役）等を決める。 

○活動状況、必要な物品の調達方法等の情報を掲示する。 

□ 定例ミーティングの議題を設定する。 

○情報集約及び情報共有 

・被災状況及び被災者の健康課題と活動状況・支援方針 

○情報提供 

・災害状況、被災者の支援に必要な情報、生活支援情報 

○保健活動チーム編成等のコーディネート 

□ ミーティング結果を共有する。 

○ミーティング結果を救護支援班内で共有し、解決すべき課題がある場合等

は、必要に応じて指揮所を通じて市災害対策本部に報告・共有する。 

②関係班との連携、活動調整 

【災害時統括保健師】 

□ 次のとおり関係班との連携・活動調整を行う。 

表 4.1.1 関係班との調整事項 

関係班（協議対象） 協議事項 

避難行動要支援者班 

保育・子育て支援班 
要配慮者の安否、健康確認、対応調整 

地区防災センター運営班 

学校管理・運営班 

避難対策班、公民館班 

避難所の運営・活動に関する調整 
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（４）受援の準備 

①情報収集・分析 

【災害時統括保健師】 

□ 被害状況、保健ニーズ、職員の参集・出勤状況等を収集する。 

□ フェーズ２以降の事態を予測し、応援チームの必要性（時期、人数、資機材等）

を予測する。 

○避難者 1,000 人以上の避難所には、避難所ごとに応援チーム（２名以上で

編成）の配置を検討する。 

②受援の決定 

【災害時統括保健師】 

□ 予測結果を踏まえて応援要請の必要性を判断する。 

□ 保健関係の支援団体（助産師会等）、保健所のリエゾン等に保健師等の派遣の要望

について連絡し、応援チームの派遣の可能性（時期、派遣人数、資機材等）を把握

する。 

※「第３章・４・（２）〈①保健所等への要請〉及び〈②保健関係機関への協力要請〉」

参照 

□ 災害対策基本法及び災害協定に基づく都災害対策本部や他の自治体への応援要

請は、市災害対策本部へ連絡する。 

○受援の必要性、時期、職種別の人数等を市災害対策本部（人員管理班）に

伝え、市災害対策本部は、受援の実施を決定する。 

□ 受援要請の決定事項（職種別の人数、時期、応援チームが用意する資機材、受入

施設等）を支援団体及び保健所のリエゾン等に連絡する。 

③受援の準備 

【チームリーダー】 

□ 応援チームの待機スペース（いずみプラザ３階調理実習室）を設営する。 

□ 応援チームのオリエンテーションを計画する。 

□ 市（受援側）が用意する活動資機材を確保する。 

④受援の報告等 

【災害時統括保健師】 

□ 受援の要請状況（要請先、受入時期、人数等）を市災害対策本部に報告する。 

□ フェーズ２以降の受援予定を踏まえた活動体制（市職員から応援チームへのシフ

ト）を計画する。 

＜平時の取組＞ 

□保健活動チーム職員リストの更新 

□地域保健関連情報[参考４]の整理  
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２ 避難所・避難者対策 

◆対策のポイント 

○避難所では、保健・医療・福祉ニーズの異なる人々が共存することに配慮が必要であ

る。 

○二次健康被害防止には、個別相談、健康教育のほか、避難所での定期的なアナウンス、

掲示、チラシ配布等の取り組みが重要である。 

◆実施方針 

○発災後 72 時間以内は、避難所での避難者の体調不良等が懸念されるため、地区防災

センター運営班等と連携し、可能な範囲で調査を行う。 

○市災害対策本部等からの情報をもとに、活動対象の優先順位を決定し、現場での課題

解決に必要な保健活動チームを巡回させる。 

○巡回する保健活動チームは、保健ニーズを把握するため避難所・避難者のアセスメン

トを担う。 

〇状況に応じて避難者の健康相談や健康教育を行うほか、感染症予防のための衛生管理

や生活環境整備の状況確認と助言を行う。 

〇緊急で保健医療が必要な案件がある場合は、IP 無線等を活用し保健医療指揮所に報

告する。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部、関係班からの情報収集、保健活動チーム

への情報提供 

○関係班への情報提供、助言 

○関係機関、団体への支援要請 

○避難所の巡回方針の決定 

チームリーダー 
○避難者の保健ニーズ等の整理、分析 

○必要な保健活動チームの編成 

保健活動チーム 
○保健ニーズ把握のための避難所・避難者のアセスメント、

必要な健康教育・助言等 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）情報分析、方針検討 

①情報収集、分析 

【災害時統括保健師】 

□ 市災害対策本部室、地区防災センター運営班等から、避難所、避難者の状況を把

握し、保健活動のニーズ（健康管理、感染予防等）を整理する。 
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○地区防災センター様式（保健関連事項） 

・報告事項記録用紙（負傷者、発熱者等） 

・避難者名簿（避難行動要支援者） 

・健康チェックシート（基礎疾患、透析、酸素、インスリン等の治療をし

ている方、妊産婦等） ほか 

※参考資料：「地区防災センター運営マニュアル（様式・資料）」 

②巡回方針の決定 

【災害時統括保健師】 

□ 避難所の保健活動ニーズを踏まえて避難所の巡回方針、巡回ルート等を検討する。 

□ 避難所の巡回方針を決定し、チームリーダーに活動を指示する。 

【チームリーダー】 

□ 巡回方針に基づき、保健活動チームに活動を指示する。 

（２）避難所の巡回 

①ラピッドアセスメント 

【保健活動チーム】 

□ 地区防災センター運営班等と連携し、「[様式２]施設・避難所等ラピッドアセスメ

ントシート」を活用して各避難所、避難者を調査し、保健ニーズについて把握する。 

○アセスメントを踏まえ、地区防災センター運営班等に当面の対応（健康・

衛生管理等）を助言する。 

○避難所で急病者を確認した場合は、保健医療指揮所に即報し、医療等の対

応を要請する。 

※参考資料：[参考１]トリアージ 

[参考６]ラピッドアセスメントの視点等 

□ 巡回後に活動状況、調査結果を整理し、チームリーダーに報告する。 

②アセスメント 

【保健活動チーム】 

□ 地区防災センター運営班等と連携してアセスメントを行い、要医療、要配慮者等

を把握する。 

○避難者へのアナウンス、掲示等で把握する。 

（例）「透析治療をしている方、酸素やインスリン等の治療をしている方、妊

娠中の方は申し出て下さい。」等 

○アセスメントでは、次の表に示した問題やニーズを調査する。 
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表 4.2.1 アセスメントの対象者及び調査内容 

主な対象者（病名等） 主な問題、ニーズ 

食
事
関
係 

○食事に配慮が必要な人 

○慢性疾患等による食事制限（腎疾患・

糖尿病・食物アレルギー等）が必要な

人 

○乳幼児の飲食料（ミルク・離乳食）の確保 

○そしゃく・嚥下困難者への対応 

○必要な食品の確保、誤食防止 

そ
の
他 

○人工呼吸器使用患者 

○在宅酸素療法中の患者 

○人工透析患者 

○慢性腎不全患者 

○インスリン療法中の糖尿病患者 

○人工肛門・人工膀胱をもつ患者 

○アレルギー疾患患者 

○妊産婦・乳幼児 

○要介護高齢者・障害児（者） 

○精神疾患患者 等 

○医療・医薬品の確保・調整 

○避難所内での適切な場の確保・配慮 

（授乳可能な場所、処置が可能な場所、ト

イレに近い場所等） 

○介助者や見守り者の確保 

○二次（福祉）避難所への搬送・調整  

○福祉施設への緊急入所 

○処置用の衛生材料の確保 等 

□ 以上の調査、活動内容を記録し、チームリーダーに報告する。 

③健康相談・健康教育 

【保健活動チーム】 

□ 育児・衛生用品等の需要を把握する。 

○ミルク、離乳食、オムツ、おしり拭き、生理用品、その他の育児・介護用

品 等 

○手洗い用品、消毒薬、清掃用具 等 

□ 季節や状況に応じて、次の項目の健康相談、健康教育を行う。 

○深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）、低体温症、熱中症、脱水症、

感染症、食中毒、生活不活発病、便秘等の予防・対応 

□ 以上の調査、活動内容を記録し、チームリーダーに報告する。 

【チームリーダー】 

□ 育児・衛生用品等の需要を踏まえて不足する用品等を避難所へ供給するよう、保

健医療指揮所を通じて物資調達班に要請する。その際、品目、数量（単位）を明示

する。 

○いずみプラザにある消毒薬等の備蓄品を払い出す場合は、救護支援班長（健

康推進課長）の許可を得る。 

＜平時の取組＞ 

□ 衛生用品等の必要量算定シートの作成 

□ 衛生用品等の備蓄量の在庫確認 
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④感染症予防、衛生管理・生活環境整備 

【保健活動チーム】 

□ 状況に応じて、次の感染症予防措置に関する確認、助言を行う。 

○手洗い用品の確保・手洗い環境整備（水・石鹸、手指消毒剤） 

○マスク、アルコール綿等衛生用品の確保 

○手洗い、咳エチケットの周知、啓発 

○嘔吐物処理用物品の準備 

○感染拡大防止のための静養室確保（インフルエンザが疑われる発熱患者、

嘔吐症状があり感染性胃腸炎の可能性がある場合等、診断前又は症状が強

い時期に一時的に過ごす部屋・スペースの確保） 

□ 状況に応じて、衛生管理、生活環境整備について確認、助言を行う。 

○トイレに関すること 

・使用可能なトイレ 

・要配慮者のトイレ使用に関する環境整備、助言 

○その他 

・食品衛生管理、食中毒予防 

・ごみ処理に関する確認、助言 

・避難所の生活環境整備に関する助言・実施 

・蚊、害虫対策 

・要配慮者への対応 

□ 必要に応じて環境衛生指導班の派遣、協力の必要性についてチームリーダーに報

告する。 

□ 調査、活動内容を記録し、チームリーダーに報告する。 

⑤活動体制の報告等 

【チームリーダー】 

□ 活動状況、調査結果、今後の課題を整理し、保健医療指揮所に報告する。 

また、保健活動ミーティング（定例）で報告、共有する。 

○ミーティングでは、課題の解決策、今後の対応、担当チーム等を調整する。 

【災害時統括保健師】 

□ 活動状況及び調査結果の概要、課題を整理し、市災害対策本部に報告する。 

また、今後の見通し、課題の解決策を確認し、今後の保健活動方針を検討する。 

○救護支援班長（健康推進課長）は、災害時統括保健師からの報告を受け、

今後の保健活動方針等を決定・更新し、市災害対策本部に報告する。 
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□ 避難所運営、福祉対応等の協議が必要な課題については、次のとおり関係班との

調整会議等で対応を協議する。 

表 4.2.2 関係班との協議事項 

関係班（協議対象） 協議事項 

各地区防災センター運営班 

学校管理・運営班、公民館班 

避難対策班 

避難所の衛生管理等 

避難行動要支援者班 高齢者、障害者等の避難者の健康状態等 

保育・子育て支援班 乳幼児等の避難者の健康状態等 
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３ 在宅要配慮者対策 

◆対策のポイント 

○在宅要配慮者は、災害発生時に避難行動が遅れる、必要な医療が受けられない、慣れ

ない避難生活による病状等の悪化の可能性がある等、より支援を必要とする対象者で

ある。 

○平時から対象別の主な特性・配慮のポイントや避難生活での留意点を理解しておく

ことが必要である。 

◆実施方針 

○避難行動要支援者名簿の登録者については、発災後に避難行動要支援者班により安否

確認が行われ、地区防災センター等を通じて市災害対策本部にその結果が報告され

る。 

〇安否確認の際に、確認できた保健・医療ニーズについては、避難行動要支援者班が整

理を行い、救護支援班に情報提供される。支援が必要な方の情報は、市災害医療コー

ディネーターに報告し、保健医療指揮所が対応を行う。 

○避難行動要支援者名簿に登録されていない、医療依存度の高い方（人工呼吸器装着、

透析治療中、在宅酸素療法中等）等については、発生する保健・医療ニーズを適切に

把握のうえ、市災害医療コーディネーターに報告し、保健医療指揮所が対応を行う。 

○避難行動要支援者名簿に登録されていない妊産婦、避難行動要支援者名簿に登録され

ているものの安否不明の状態にある妊産婦は、保健活動チームが安否確認を行う。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○関係班との支援が必要な方の情報の共有 

○市災害医療コーディネーターへの報告・保健医療指揮所

内での情報共有 

チームリーダー ○妊産婦等の安否情報整理 

保健活動チーム ○妊産婦等の安否調査 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）妊産婦の安否確認 

①安否確認の実施 

【災害時統括保健師】 

□ 被害状況等を踏まえ、妊産婦の安否確認をチームリーダーに指示する。 

□ 避難行動要支援者班より情報提供を受け、避難行動要支援者に登録されている妊

産婦についての安否を整理し、チームリーダーに提供する。  
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【チームリーダー、保健活動チーム】 

□ 避難行動要支援者名簿に登録されていない妊産婦について、妊産婦リスト、面談

情報等（健康管理システム）を活用して電話、メール等で安否を確認する。 

□ 安否不明の状態が続いている妊産婦については面談情報等（健康管理システム）

を活用して自宅訪問を検討し、必要に応じて保健活動チームによる訪問を実施す

る。 

○訪問時に緊急の医療を要する状態の妊産婦を確認した場合は、保健医療指

揮所に即報する。 

【保健活動チーム】 

□ 避難行動要支援者名簿に登録されている妊産婦であっても、安否不明の状態が続

いている場合、電話、メール等での安否確認を行う。 

②安否確認結果の報告 

【チームリーダー】 

□ 妊産婦の安否確認結果（リスト）を整理し、災害時統括保健師に報告する。 

【災害時統括保健師】 

□ 避難行動要支援者名簿に登録された妊産婦に係る安否確認状況を避難行動要支

援者班と共有する。 

（２）妊産婦以外の対応 

【災害時統括保健師】 

□ 人工呼吸器使用患者は、個別支援計画に基づいて訪問看護ステーション等が安否

確認及び支援を行うことを基本とする。 

○災害時統括保健師は、患者等から保健医療の支援要請があった場合、市災

害医療コーディネーターに報告し、保健医療指揮所が対応を行う。 

□ 市において全数把握が難しい透析患者については、まずは透析医療機関と本人

（家族を含む。）が連絡をとること、避難所では本人（家族を含む。）の支援要請等

を把握することを基本とする。 

○災害時統括保健師は、透析患者が通院する透析医療機関と連絡が取れない

等、患者から支援要請があった場合、市災害医療コーディネーターに報告

し、保健医療指揮所が対応を行う。 

＜平時の取組＞ 

□ 妊産婦リストの作成（避難行動要支援者名簿の登録の有無、連絡先等） 

□ 妊産婦面談情報等（健康管理システム）の定期的なバックアップ、整理 
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４ 栄養対策 

◆対策のポイント 

○大規模災害後の物資が限られる中でも、避難者の健康維持のため、適切な栄養管理を

行うことが重要である。 

○被災者の特徴に応じて食事内容について助言を行い、栄養に配慮した食事の提供がで

きるように努める。 

○発災時には、市の栄養士職員が中心となり、外部の栄養士の協力を得て、避難者の適

切な栄養管理体制を整備する。 

◆実施方針 

○避難者の食事状況等を把握し、栄養、摂食困難等の問題を分析、予測する。 

○JDA-DAT等の派遣、特殊栄養食品の提供等を速やかに要請し、受援体制を早期に確立

する。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部、関係班からの情報収集、保健活動チー

ムへの情報提供 

○物資調達班等への食品調達の助言 

○関係機関、団体への支援要請 

チームリーダー（栄養士） ○避難者の栄養・食生活の情報収集、整理、分析 

保健活動チーム（栄養士） 
○避難所の食事状況調査 

○炊き出し等の準備状況の確認、炊き出し等計画の支援 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）食事状況の情報収集・分析等 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班等から、避難所、食事状況に関する情報を収集し、課題

分析、改善策の検討をチームリーダーに指示する。 

【チームリーダー（栄養士）】 

□ 避難所の栄養管理に係る分析を行い、関係班、関係機関への次の助言、要請を災

害時統括保健師に提案する。 

○要配慮者用の食品調達、避難所への供給について 

○栄養士会等への栄養士の派遣、緊急栄養補助物資等の供給要請について 

※「第３章・４・（２）〈①保健所等への要請〉」参照 
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【保健活動チーム（栄養士）】 

□ 必要に応じて避難所を巡回し、食事状況を調査、記録し、チームリーダー（栄養

士）に報告する。 

□ 地区防災センター運営班等に、要配慮者向けの備蓄食品、配給方法、アレルギー

対応、食品の期限確認、残飯の廃棄等を助言する。 

（２）食品調達の助言 

【チームリーダー（栄養士）】 

□ 関係班からの収集情報、保健活動チームの避難所調査記録から、低栄養、摂食困

難等の課題を整理、分析する。 

□ 避難所、避難者の分析結果から、要配慮者向けの食品調達を検討し、災害時統括

保健師に報告する。 

【災害時統括保健師】 

□ チームリーダーからの報告に基づき、関係班へ次の食品の調達について助言する。 

○乳児用食品（ミルク、離乳食等） 

○高齢者用食品（嚥下困難者への形態調整食等） 

○慢性疾患患者用食品（低たんぱく質食品、糖尿病食等）等 

（３）食品仕分けの支援 

【災害時統括保健師】 

□ 物資調達班から、物資集積所での食料品の受入状況を情報収集し、物資集積所へ

の栄養士の派遣を検討する。 

○物資集積所での食料品の仕分け方法等を助言するほか、物資集積所での栄

養士の活動を決定し、チームリーダーに活動を指示する。 

【チームリーダー（栄養士）、保健活動チーム（栄養士）】 

□ 食料品の仕分け等の支援が決定した場合、物資集積所に栄養士を派遣し、一般食

品と特殊栄養食品の仕分け、整理、在庫管理等を実施する。 

（４）炊き出し等の準備状況の確認等 

【災害時統括保健師】 

□ 本部班、地区防災センター運営班から、炊き出し等の予定（場所、日時等）に関

する情報を収集し、チームリーダーに提供する。 

□ 本部班、地区防災センター運営班に、炊き出し等計画の助言、支援について連絡

する。 

□ 保健所リエゾン等に炊き出し等計画を報告し、食品衛生指導班の派遣、指導の準

備を依頼する。 
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【チームリーダー（栄養士）、保健活動チーム（栄養士）】 

□ 炊き出し等計画を支援する。 

○実施場所、規模（食数）、献立、避難者への配布方法、食事の管理方法（衛

生）、調理等の人材の検討 

○避難者の年代、性別、身体状況、栄養バランスに配慮した献立の作成 

□ 食材、人材、調理場、調理器具、熱源等の確保の助言、支援を行う。 

＜平時の取組＞ 

□ 献立集の作成 
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５ 歯科口腔保健対策 

◆対策のポイント 

○災害時の歯科口腔保健活動を行う場合、歯科専門職の関与が不可欠である。 

○本市は歯科専門職の常勤職員が少ないため、歯科医師会・歯科衛生士会等との連携体

制の構築が重要となる。 

○発災直後は緊急の歯科医療ニーズへの対応が必要となる。 

◆実施方針 

○歯科口腔保健、口腔衛生用品に関する状況を整理し、歯科医師会との協議に必要な情

報を整理する。 

○物資調達班等に、口腔衛生用品の調達に関する助言を行う。 

○応援歯科衛生士の派遣を速やかに要請し、受援体制を早期に確立する。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部、関係班からの情報収集、保健活動チー

ムへの情報提供 

○物資調達班への口腔衛生用品の調達に関する助言 

○関係機関、団体への支援要請 

チームリーダー 

保健活動チーム（歯科衛生

士） 

○口腔衛生用品の調達に関する情報収集、整理、分析 

○歯科医師会との連絡調整 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）歯科口腔保健情報の収集、分析 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班等から、歯科口腔保健に関する情報を収集し、課題分析、

改善策の検討をチームリーダーに指示する。 

○地区防災センター運営班等からの避難所の情報 

・避難所の断水、避難者数、要配慮者数等 

○物資調達班からの口腔衛生用品の調達状況 

□ 歯科衛生士等の受援を準備する。 

※「第４章・１・（４）受援の準備」参照 

【チームリーダー、保健活動チーム（歯科衛生士）】 

□ 関係班からの収集情報、保健活動チームの避難所巡回記録から、歯科口腔保健の

ニーズを整理する。 
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□ 救護支援班長（健康推進課長）に、歯科医師会との連絡調整に必要な情報の提供

を行う。 

○避難所の歯科保健相談体制 

○歯科医師、歯科衛生士等の確保 

（２）口腔衛生用品の調達支援 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班等から、避難所の情報（給水状況、避難者数等）を収集

し、チームリーダーに提供する。 

□ 保健活動チームの検討結果に基づき、物資調達班に口腔衛生用品の調達に関する

助言をする。 

【チームリーダー、保健活動チーム（歯科衛生士）】 

□ 地区防災センター運営班、物資調達班からの情報、保健活動チームの巡回記録か

ら、口腔衛生用品の不足状況を整理する。 

□ 避難所、避難者の状況を考慮し、口腔衛生用品の調達品目、数量等を検討する。 

 

表 4.5.1 口腔衛生用品の調達品目 

品目 用途・理由 

歯ブラシ（個包装） 基本的な口腔ケア 

洗口液（アルコールフリー） 水が使えないときの代替ケア 

ガーゼ・口腔ケア用 

ウェットティッシュ 
歯磨きできない人向けの口内拭き取り 

紙コップ 洗口・うがい用（少量の水で可能） 

マスク 飛沫感染予防と口腔乾燥対策 

義歯ケース・義歯ブラシ 義歯装着者の感染予防・清潔保持 

保湿ジェル・ワセリン 高齢者・ドライマウス予防 
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第５章 フェーズ２～５（72時間以降）の保健活動 
発災から 72時間以降の保健活動と概要は、次のとおりである。 

表 5.1 フェーズ２～５の保健活動 

フェーズ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５ 

活動体制 

●情報の収集・分析・発信 

◎保健活動記録の管理 

●保健活動方針の見直し 

●◎保健活動体制の見直し 

●応援派遣の要請・受入 

●◎○応援撤退に伴う業務の見直し・引継ぎ 

●◎○通常業務への復帰 

●◎○活動調整 

避難所・ 

避難者 

●◎避難所の巡回計画・調整 

○避難所の巡回（健康調査・教育、健康相談、防疫等） 

在宅 

要配慮者 

●◎在宅要配慮者の訪問計画・調整 

○在宅要配慮者の訪問健康相談 

栄養 

●◎○栄養食生活情報の収集・整理 

●◎避難所巡回（栄養相談）の連絡調整 

◎避難所巡回、戸別訪問（栄養相談）の計画 

○避難所巡回、戸別訪問（栄養相談）の実施 

●◎○活動調整 

●食品調達の情報収集、緊急栄養補給物資の確保依頼 

◎○食品配給状況、食事摂取困難者の情報整理 

◎○物資集積所（特殊栄養食品ステーション）の運営支援 

●炊き出し予定の収集、献立表の提供 

◎○炊き出し献立表の作成、アレルギー食物の混入防止 

口腔衛生 

●◎○歯科口腔保健情報の収集・整理 

●◎避難所巡回（歯科保健相談）の連絡調整 

◎避難所巡回、戸別訪問（歯科保健相談）の計画 

○避難所巡回、戸別訪問（歯科保健相談）の実施 

●◎○活動調整 

●口腔衛生用品の供給状況の収集、関係班への調達の助言・依頼 

◎○口腔衛生用品の不足状況整理、調達・配給計画 

職員メンタ

ルケア 

●職員ストレスチェックの依頼、軽減策の助言等 

◎職員健康相談体制の確保 

※●災害時統括保健師、◎チームリーダー、○保健活動チーム（保健師チーム、栄養士チーム、歯科

衛生士チーム） 
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１ 活動体制の見直し 

◆対策のポイント 

○被害が甚大であるほど、早期のフェーズほど、状況が変化することを認識し、変化に

応じた評価・方針等の見直しを行う。 

○外部支援者には、避難所における健康管理、必要に応じた訪問調査等住民への直接支

援を中心に依頼する（応援保健師と相談の上、災害時統括保健師支援の役割を依頼す

る）。 

○外部支援者へのオリエンテーションでは、特に市の組織体制（情報収集の流れ及び意

思決定等）を伝える。 

○外部支援者の交代・撤退に伴い支援の中断にならないよう引き継ぎを徹底する。 

◆実施方針 

○通常業務の再開、応援チームの交替を考慮し、保健師、栄養士、歯科衛生士、DPAT、

助産師等の受援を継続的に確保する。 

○応援の保健師、栄養士、歯科衛生士等の状況により、災害時保健活動のマネジメント

に関わるリーダー等を除き、市の専門職職員は、順次、通常業務に復帰する。 

○保健活動チームには応援保健師等の配置を拡充していく。 

また、地区防災センター（中学校）を拠点に活動を展開する。 

○フェーズ、災害状況の変化を考慮し、活動方針、活動体制の評価、見直しを継続的に

行う。 

○保健医療活動拠点の定例ミーティングにおいて、保健医療活動の状況、避難者の保健

医療ニーズ等の共有を行い、今後の対応方針を調整する。 

また、医療チームとの合同ミーティングを行い、保健師チーム、栄養士チーム、歯科

衛生士チームが、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班と連携し、個々のケースに

対して適切な対応ができるよう調整する。 

○保健、医療、福祉、避難者対応の連携をとるため、地区防災センター運営班、避難行

動要支援者班、保育・子育て支援班等との調整会議を必要に応じて開催する。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部からの情報収集、市災害対策本部への報

告 

○関係班からの情報収集、対応の協議 

○保健所、関係機関、団体等との連絡調整 

○保健活動方針の検討、保健活動チームへの指示 

○保健活動ミーティング、保健医療ミーティングへの出席 

チームリーダー 
○保健活動チームの編成 

○保健活動の情報整理、保健医療指揮所への報告 
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○保健活動ミーティングの開催 

○保健医療ミーティングへの出席 

○応援チームの受入れ、オリエンテーション 

※必要に応じて歯科衛生士に相談 

保健師チーム、栄養士チー

ム、歯科衛生士チーム 
○保健活動の実行、記録、チームリーダーへの報告 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）情報収集・分析、 

①情報収集・分析 

【災害時統括保健師】 

□ 次の情報を収集して現状を把握し、住民の保健・医療・福祉ニーズを分析する。 

○被災状況（市災害対策本部、テレビ・ラジオ・インターネット等から） 

○医療提供体制（EMIS等から） 

○避難所の状況（開設状況、避難者数、健康課題、不足品等） 

○避難所以外の住民の状況（在宅、車中泊、テント泊、市外への避難） 

□ 保健ニーズの把握等を目的とする避難所利用者の一斉調査、地区別の戸別訪問調

査等の必要性を検討する。 

②情報発信 

【災害時統括保健師】 

□ 健康相談の窓口等について住民への情報発信を行う。 

○広報班（在宅者等）、地区防災センター運営班（避難者向け）に依頼する。 

③記録管理 

【チームリーダー】 

□ 保健活動の記録を一括管理する。 

（２）保健活動方針、活動体制の見直し 

①方針の見直し 

【災害時統括保健師】 

□ フェーズや状況により、保健活動方針の見直しを検討する。 

また、方針の決定・更新を行う救護支援班長（健康推進課長）に報告する。 

○被害が甚大であるほど、早期のフェーズにおいて状況が変化しやすいこと

を考慮し、変化に応じた評価、方針検討を行う。 

  



第５章 フェーズ２～５（72 時間以降）の保健活動 

１ 活動体制の見直し 

45 

②活動体制の見直し 

【災害時統括保健師】 

□ 職員の休養取得のために、勤務体制をシフト制にする等、活動体制の見直しを検

討する。 

また、見直しを決定する救護支援班長（健康推進課長）に報告する。 

【チームリーダー】 

□ 決定された保健活動方針、活動体制にそって、人員配置（次項の「（３）受援」参

照）、連絡調整、活動に必要な物品管理等を行う。 

○保健活動チームの編成、夜間対応体制の検討 

（３）受援 

①応援・派遣の要請 

【災害時統括保健師】 

□ 通常業務の再開、応援チームの交替を考慮し、保健師、栄養士、歯科衛生士、DPAT、

助産師等の応援派遣を継続的に要請する。 

○栄養士チームについては、応援栄養士の配置を拡充し、高齢者等の対応経

験が豊富な栄養士等の確保に努める。 

○歯科衛生士チームについては、応援歯科衛生士の配置を拡充する。 

○避難所の環境衛生、食品衛生については、保健所リエゾン等に環境衛生指

導班、食品衛生指導班の派遣を要請する。 

※要請方法は「第４章・１・（４）〈②受援の決定〉」に準ずる。 

②応援・派遣保健師等の受入 

【災害時統括保健師】 

□ 次の情報及び資料に基づき、応援チームに対してオリエンテーションを行う。 

○災害時の組織体系図 

○最新の保健活動記録 

○最新の地区別情報 

○最新のその他情報（医療機関、介護保険サービス等の稼働状況等） 

○現地の詳細地図 

○緊急時連絡先 

○記入様式・参考資料 

□ 保健活動ミーティング（定例）を中心に密に連携を図る。 

□ フェーズの変化や状況により受援体制を見直す。 

□ 応援チームの撤退に伴う業務の見直しを行う。 

□ 継続的に支援すべきケースを、後継チームに引き継ぎする。 
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③応援・派遣保健師撤退に伴う業務見直し・引き継ぎ 

【災害時統括保健師、チームリーダー】 

□ 応援チームの活動終了を見据えて業務を見直す。 

【チームリーダー、保健師チーム、栄養士チーム、歯科衛生士チーム】 

□ 継続支援が必要な事案等について引き継ぎを行う。 

＜平時の取組＞ 

□ オリエンテーションで必要となる資料の準備 

（４）通常業務への復帰 

【災害時統括保健師】 

□ 受援の状況により、災害時保健活動のマネジメントに関わる災害時統括保健師、

チームリーダー及び必要な職員を除き、市の専門職職員を順次通常業務に復帰さ

せる検討を行う。 

（５）活動調整 

①保健活動ミーティングの企画・運営 

【チームリーダー】 

□ 保健活動の定例ミーティングを運営する。 

○１日１～２回（朝、晩）、保健医療活動拠点（いずみプラザ２階講座室）に

おいて実施する。 

○フェーズや現場に合わせ、実施方法、参加メンバーを検討する。 

□ 定例ミーティングの準備 

○開催場所・時間（開始時間・所要時間）を決め、参加メンバーに周知する。 

○司会、庶務（記録役）等を決める。 

○活動状況、必要な物品の調達方法等の情報を掲示する。 

□ 定例ミーティングの議題を設定する。 

○情報集約及び情報共有 

・被災状況及び被災者の健康課題と活動状況・支援方針 

○情報提供 

・災害状況、被災者の支援に必要な情報、生活支援情報 

○チーム再編等のコーディネート 

○各種健康課題、ニーズへの対応調整 

・健康、栄養・食生活、口腔衛生の課題、ニーズ、対応調整 

□ ミーティング結果を共有する。 

○ミーティング結果を救護支援班内で共有し、解決すべき課題がある場合等

は、必要に応じて市災害対策本部に報告・共有する。 
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②保健医療ミーティングへの参加 

【災害時統括保健師、チームリーダー】 

□ 保健医療の定例ミーティングで、医療、歯科医療、服薬等のニーズを報告し、医

療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班等と対応を調整する。 

③関係班との連携、活動調整 

【災害時統括保健師、チームリーダー】 

□ 次のとおり関係班との連携・活動調整を行う。 

表 5.1.1 関係班との調整事項 

関係班（協議対象） 協議事項 

避難行動要支援者班 

保育・子育て支援班 
要配慮者の健康状態の確認、対応調整 

地区防災センター運営班 避難所の運営・活動に関する調整 
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２ 避難所・避難者対策 

◆対策のポイント 

○要配慮者への支援では、個々の事情を丁寧に把握し、優先順位を柔軟に設定すること

が重要である。状況に応じて迅速かつ適切な対応を心がけることが求められる。 

○避難所では、医療・介護・福祉ニーズの異なる人々が共存することに配慮が必要であ

る。 

○二次健康被害防止には、個別相談、健康教育のほか、避難所での定期的なアナウンス、

掲示、チラシ配布等の取り組みが重要である。被災者への情報提供は簡潔で誤解のな

い表現を心がけ、応援チームと連携して多様なニーズに対応する。 

◆実施方針 

○保健師チームが避難所を巡回し、避難所アセスメント、避難者の保健ニーズ等の調査

を行う。 

〇避難所内に相談ブースを確保し、健康相談を行うほか、感染症予防のための衛生管理

や生活環境整備の状況確認と助言を行う。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部からの情報収集、市災害対策本部への報告 

○関係班からの情報収集、対応の協議 

○保健所、関係機関、団体との連絡調整 

チームリーダー 

○避難所巡回計画の立案、チーム編成（地区別） 

○避難所巡回情報の整理、災害時統括保健師への報告 

○定例ミーティングでの情報共有、対応調整 

保健師チーム ○避難所の巡回（健康調査、相談等） 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）避難所の巡回計画、調整 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班等と、避難所の巡回、健康相談について連絡調整する。 

○健康相談の日時等の避難者への周知（避難所への掲示等） 

○相談ブースの確保（栄養相談、歯科保健相談等と共用） 

【チームリーダー】 

□ 避難所の巡回計画を作成する。 

○保健師チームの巡回日程 

・各避難所の栄養相談、歯科保健相談等との時間割の調整 

・状況に応じて栄養士チーム、歯科衛生士チームと合同で巡回 
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□ 「[参考５]災害時保健活動 携行品・必要物品チェックリスト」を用いて携行資

機材を準備する。 

また、次の様式を用意する。 

○[様式３]被災者アセスメント調査票 

○[様式４]避難所日報 

○[様式５]健康相談票 

○[様式６]健康相談票経過用紙 

□ 避難所の巡回記録を整理する。 

□ 定例ミーティングで関係者と情報を共有する。 

○保健活動ミーティングで、栄養士チーム、歯科衛生士チームと栄養・食生

活、歯科衛生の課題、ニーズを共有し、対応を調整 

○保健医療ミーティングで、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班等と医

療、歯科医療、服薬等のニーズを共有し、対応を調整 

（２）避難所の巡回 

①ラピッドアセスメント 

【保健師チーム】 

□ 地区防災センター運営班等と連携し、「[様式２]施設・避難所等ラピッドアセスメ

ントシート」を活用して各避難所、避難者を調査し、保健ニーズについて把握する。 

○アセスメントを踏まえ、地区防災センター運営班等に対応（健康・衛生管

理等）を助言する。 

※参考資料：[参考６]ラピッドアセスメントの視点等 

□ 巡回後に活動状況、調査結果を整理し、チームリーダーに報告する。 

②アセスメント 

【保健師チーム】 

□ 避難所内の巡回、地区防災センター運営班等との連携により、保健医療ニーズの

ある方を把握する。 

○避難者へのアナウンス、掲示等 

（例）「疲れがとれない、眠れない、身体が動かせなくなった等ご相談くだ

さい。」等 
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□ アセスメントを行い、次の問題やニーズを調査する。 

表 5.2.1 アセスメントの対象者及び調査内容 

主な対象者（病名等） 主な問題、ニーズ 

食
事
関
係 

○食事に配慮が必要な人 

○慢性疾患等による食事制限（腎疾患・

糖尿病・食物アレルギー等）が必要な

人 

○乳幼児の飲食料（ミルク・離乳食）の確

保 

○そしゃく・嚥下困難者への対応 

○必要な食品の確保、誤食防止 

そ
の
他 

○人工呼吸器使用患者 

○在宅酸素療法中の患者 

○人工透析患者 

○慢性腎不全患者 

○インスリン療法中の糖尿病患者 

○人工肛門・人工膀胱をもつ患者 

○アレルギー疾患患者 

○妊産婦・乳幼児 

○要介護高齢者・障害児（者） 

○精神疾患患者 

○深部静脈血栓症 

○生活不活発病 

○不眠、易疲労、メンタルヘルス 

○便秘等 

○医療・医薬品の確保・調整 

○避難所内での適切な場の確保・配慮（授

乳可能な場所、処置が可能な場所、トイ

レに近い場所等） 

○介助者や見守り者の確保 

○二次（福祉）避難所への搬送・調整  

○福祉施設への緊急入所 

○処置用の衛生材料の確保 等 

□ 以上の調査、活動内容を記録し、チームリーダーに報告する。 

③健康相談・健康教育 

【保健師チーム】 

□ 避難所の巡回健康相談を実施する。 

○専門的なこころのケアを要する場合は、派遣された DPATと連携して健康

相談を実施する。 

○個別相談票、健康相談票経過用紙に記録し、チームリーダーに報告する。 

□ 育児・衛生用品等の需要を把握する。 

○ミルク、離乳食、オムツ、おしり拭き、生理用品、その他の育児・介護用

品  等 

○手洗い用品、消毒薬、清掃用具 等 

□ 季節や状況に応じて、次の項目の健康相談、健康教育を行う。 

○深部静脈血栓症（DVT）、低体温症、熱中症、脱水症、感染症、食中毒、生

活不活発病、便秘等の予防・対応 
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④感染症予防、衛生管理・生活環境整備 

【保健師チーム】 

□ 状況に応じて、次の感染症予防措置に関する確認、助言を行う。 

○手洗い用品の確保・手洗い環境整備（水・石鹸、手指消毒剤） 

○マスク、アルコール綿等衛生用品の確保 

○手洗い、咳エチケットの周知、啓発 

○嘔吐物処理用物品の準備 

○感染拡大防止のための静養室確保（インフルエンザが疑われる発熱患者、

嘔吐症状があり感染性胃腸炎の可能性がある場合等、診断前又は症状が強

い時期に一時的に過ごす部屋・スペースの確保） 

○感染症サーベイランス 

□ 状況に応じて、衛生管理、生活環境整備について確認、助言を行う。 

○トイレに関すること 

・使用可能なトイレ 

・要配慮者のトイレ使用に関する環境整備、助言 

○その他 

・食品衛生管理、食中毒予防 

・ごみ処理に関する確認、助言 

・避難所の生活環境整備に関する助言・実施 

・蚊、害虫対策 

・要配慮者への対応 

□ 必要に応じて環境衛生指導班の派遣、協力の必要性についてチームリーダーに報

告する。 

□ 以上の調査、活動内容を記録し、チームリーダーに報告する。 
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３ 在宅要配慮者対策 

◆対策のポイント 

○要配慮者への支援では、個々の事情を丁寧に把握し、優先順位を柔軟に設定するこ

とが重要である。状況に応じて迅速かつ適切な対応を心がけることが求められる。 

◆実施方針 

○保健チーム等による在宅要配慮者等の巡回訪問を行い、健康状態の変化、保健ニーズ

等を把握する。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部からの情報収集、市災害対策本部への報

告 

○関係班からの情報収集、対応の協議 

○保健所、関係機関、団体等との連絡調整 

○在宅要配慮者訪問健康相談の企画、訪問対象者の選定 

チームリーダー 

○在宅要配慮者訪問計画の作成、携行品等の準備 

○在宅要配慮者訪問記録の整理、保健医療指揮所への報告 

○定例ミーティングでの情報共有、対応調整 

保健師チーム等 ○在宅要配慮者の訪問、記録 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）在宅要配慮者の訪問計画、調整 

【災害時統括保健師】 

□ 避難所に来られない在宅の要配慮者、仮設住宅入居者について、在宅要配慮者訪

問健康相談を企画する。 

○訪問対象者の選定 

・関係班（避難行動要支援者班、保育・子育て支援班 等）からの収集情報、

定例ミーティング等で共有した情報から、健康リスクが高い、保健ニー

ズが高い要配慮者を訪問対象として選定 

□ 車中泊、テント泊等の要配慮者への対応について検討する。 

【チームリーダー】 

□ 在宅要配慮者の訪問計画を作成する。 

○訪問対象者の巡回ルート、訪問日程 

○電話相談の検討 
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□ 「[参考５]災害時保健活動 携行品・必要物品チェックリスト」を用いて携行資

機材を準備する。 

また、次の様式を用意する。 

○[様式５]健康相談票 

○[様式６]健康相談票経過用紙 

□ 巡回記録、訪問記録を整理する。 

□ 定例ミーティングで関係者と情報を共有する。 

○保健活動ミーティングで、栄養士チーム、歯科衛生士チームと栄養・食生

活、口腔衛生の課題、ニーズを共有し、対応を調整 

○保健医療ミーティングで、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班等と医

療、歯科医療、服薬等のニーズを共有し、対応を調整 

【保健師チーム】 

□ 在宅要配慮者訪問健康相談を実施し、保健相談を行う。 

○[様式５]健康相談票（共通様式）、[様式６]健康相談票経過用紙に記録

し、チームリーダーに報告する。 
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４ 栄養対策 

◆対策のポイント 

○大規模災害後の物資が限られる中でも、避難者の健康維持のため、適切な栄養管理を

行うことが重要である。 

○被災者の特徴に応じて食事内容について助言を行い、栄養に配慮した食事の提供がで

きるように努める。 

○発災時には、市の栄養士がリーダーとなり、応援栄養士の協力を得て、避難者の適切

な栄養管理体制を整備する。 

◆実施方針 

○保健活動チームの調査結果、地区防災センター等の避難所日報等を収集し、低栄養等

の問題を確認する。 

○栄養士チームが避難所及び在宅避難者の栄養調査、栄養相談を行う。 

○避難所等で低栄養等の問題がある場合は、食料品の調達について助言する。 

また、応援協力団体への緊急栄養補給物資の供給の要請を依頼する。 

○物資集積所内の特殊栄養食品ステーションにて緊急栄養補給物資の受入れ、払い出し

をする。 

また、JDA-DAT等に仕分け等の応援を依頼する。 

○炊き出し等が的確、安全に行われるよう、献立集の提供、衛生指導、食中毒の予防、

アレルギー原因食品の混入防止等が実施できるよう助言する。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部、関係班からの情報収集、チームリーダ

ー（栄養士）への情報提供 

○関係班への食品調達の助言 

○保健所、関係団体への支援要請 

○避難所の巡回栄養相談の企画 

○訪問栄養相談の計画、訪問対象者の選定 

チームリーダー（栄養士） 

○避難所巡回計画の立案、チーム編成 

○低栄養問題等の情報整理 

○在宅要配慮者の訪問計画の作成 

○食品調達、炊き出し等に関する計画の支援 

栄養士チーム 

○避難所巡回（栄養・食生活調査、栄養相談） 

○在宅要配慮者の訪問（栄養相談） 

○関係班への炊き出し等の助言 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 
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（１）栄養相談 

①栄養・食生活情報の収集 

【災害時統括保健師】 

□ 関係班から、避難者の栄養、食生活に関する情報を収集し、チームリーダー（栄

養士）に提供する。 

【チームリーダー（栄養士）、栄養士チーム】 

□ 関係班からの収集情報、保健師チームの巡回・訪問記録から、栄養、食生活の問

題のある避難所、避難者を整理する。 

○食物アレルギー 

○栄養不足 

○摂食、嚥下困難 

○食事制限のある疾患 

②栄養相談（避難所巡回） 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班と、避難所の巡回栄養相談について連絡調整する。 

○栄養相談の日時等の避難者への周知（避難所への掲示等） 

○相談ブースの確保（健康相談、歯科衛生相談等と共用） 

【チームリーダー（栄養士）】 

□ 避難所の巡回栄養相談を計画する。 

○栄養士チームの巡回日程 

・各避難所の健康相談、歯科保健相談等との時間割の調整 

・状況に応じて保健師チーム（避難所巡回）、歯科衛生士チームと合同で

巡回 

□ 携行資機材を準備する。 

また、次の様式を用意する。 

○[様式７]避難所食事状況調査票 

○[様式８]被災者健康相談票 等 

【栄養士チーム】 

□ 避難所の巡回栄養相談を実施する。 

○避難所で、食事状況調査、栄養・食生活相談を行い、[様式７]避難所食事

状況調査票、[様式８]被災者健康相談票に記録する。 
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③栄養相談（戸別訪問） 

【災害時統括保健師】 

□ 避難所に来られない在宅避難者、仮設住宅入居者等について、訪問栄養相談を計

画する。 

○訪問対象者の選定 

・関係班からの収集情報、保健師チームの巡回・訪問記録、定例ミーティ

ング等で共有した情報から、栄養、食事摂取、誤嚥等のリスクが高い要

配慮者を訪問対象として選定 

【チームリーダー（栄養士）】 

□ 在宅要配慮者の訪問計画を作成する。 

○栄養士チームの訪問体制 

・訪問対象者の巡回ルート、訪問日程 

・保健師チーム（在宅訪問）等との合同訪問の検討 

・電話相談の検討 

□ 携行資機材を準備する。 

○地図     ○不在票 

○特殊栄養食品    ○[様式８]被災者健康相談票 等 

【栄養士チーム】 

□ 在宅避難者、仮設住宅入居者を訪問し、栄養相談を実施する。 

○食材の入手、調理環境、食事の摂取状況、体重減少・低栄養等の状況、生

活習慣病の悪化等の調査 

○特殊栄養食品の提供 

○[様式８]被災者健康相談票への記録 

④活動調整 

【災害時統括保健師、チームリーダー（栄養士）、栄養士チーム】 

□ 避難所の巡回、戸別訪問の記録を整理する。 

□ 定例ミーティングで関係者と情報を共有する。 

○保健活動ミーティングで、保健師チーム、歯科衛生士チームと保健、歯科

口腔保健のニーズを共有し、対応を調整 

○保健医療ミーティングで、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班等と医

療、歯科医療、服薬等のニーズを共有し、対応を調整 

（２）食品調達の支援 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班等から、避難所の情報（避難者への食品配給状況、食事

摂取困難者の情報）を収集し、チームリーダー（栄養士）に提供する。 
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□ 物資調達班から、避難所への食品供給の状況を収集し、チームリーダー（栄養士）

に提供する。 

□ チームリーダー（栄養士）からの提案により、物資調達班、地区防災センター運

営班に、栄養不足、摂食困難者に配慮した食品の調達、配給について助言する。 

□ 状況に応じ、関係班、関係団体に緊急栄養補給物資の確保を依頼する。 

表 5.4.1 関係班及び関係団体への依頼内容 

依頼先 依頼内容 

物資調達班 

○緊急栄養補給物資の調達 

○支援物資からの特殊栄養食品の分別 

○特殊栄養食品ステーションの設置、運営 

・物資集積所内のスペースを活用 

・物資の受入れ、在庫管理、避難所への搬送 

栄養士会（JDA-DAT等） ○特殊栄養食品ステーションの物資管理支援 

【チームリーダー（栄養士）、栄養士チーム】 

□ 地区防災センター、物資調達班からの情報、保健師チーム等の調査記録から、食

品調達、避難者への食品配給状況、食事摂取困難者の情報を整理する。 

□ 避難者の栄養不足、摂食困難者に配慮した食品の調達、配給を、災害時統括保健

師に提案する。 

○栄養補助食品（流動食）  ○ミルク、離乳食 

○高齢者用軟食（おかゆ等）  ○嚥下困難者用食品 

○糖尿病・腎臓病用食品  ○アレルギー対応食 等 

□ 状況に応じ、物資集積所（特殊栄養食品ステーション含む）に栄養士チームを派

遣し、運営を支援する。 

○一般食品と特殊栄養食品の仕分け、整理 

○特殊栄養食品の在庫管理 

（３）炊き出し等の支援 

【災害時統括保健師】 

□ 本部班、地区防災センター運営班から、炊き出しの予定（場所、日時等）を収集

する。 

□ 作成した「炊き出し献立表」を、本部班（災害派遣自衛隊の対応）、地区防災セン

ター運営班（避難所の対応）に提供する。 

□ 状況に応じ、保健所へ食品衛生指導班の派遣を要請し、炊き出し場所での衛生指

導、食中毒の予防措置を行うことについて市災害対策本部に諮る。 

【チームリーダー（栄養士）、栄養士チーム】 

□ 使用できる食材、資機材をもとに炊き出し献立表を作成する。平時に作成してい

た「炊き出しの献立集」を参考とする。 
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□ 調理段階での、食物アレルギーの原因食物の混入や加工食品の食物アレルギー表

示の確認、配膳ミスによる混入防止を指導する。 

＜平時の取組＞ 

□ 炊き出しの献立集の作成  
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５ 歯科口腔保健対策 

◆対策のポイント 

○災害時の歯科口腔保健活動を行う場合、歯科専門職の関与が不可欠である。 

○本市は歯科専門職の常勤職員が少ないため、歯科医師会・歯科衛生士会等との連携体

制の構築が重要となる。 

○避難者の口腔衛生維持が重要な課題となる。避難生活の中で、歯磨きや義歯の手入れ

等、適切な口腔ケアを支援することが必要不可欠となる。 

◆実施方針 

○保健活動チームの調査結果、地区防災センターの避難所日報等を収集し、歯科口腔保

健のニーズを確認する。 

○状況に応じ、歯科衛生士チームが、避難所で歯科保健相談を行う。 

○歯科口腔保健の問題がある場合は、物資調達班に歯科衛生用品の調達について助言す

る。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○市災害対策本部、関係班からの情報収集、チームリーダー

への情報提供 

○物資調達班への口腔衛生用品の調達に関する助言 

○避難所の巡回歯科保健相談の企画 

○訪問歯科保健相談の計画、訪問対象者の選定 

○保健所、関係団体への支援要請 

チームリーダー 

○避難所巡回計画の立案、チーム編成 

○歯科口腔保健問題の情報整理 

○在宅要配慮者の訪問計画の作成 

歯科衛生士チーム 
○避難所巡回（歯科保健相談） 

○在宅要配慮者の訪問（歯科保健相談） 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）歯科口腔保健活動 

①歯科口腔保健情報の収集 

【災害時統括保健師】 

□ 関係班から、歯科口腔保健に関する情報を収集し、チームリーダーに提供する。 

○地区防災センター運営班からの避難所の報告記録 
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【チームリーダー、歯科衛生士チーム】 

□ 関係班からの収集情報、保健師チーム、栄養士チームの巡回・訪問記録から、歯

科口腔保健の問題のある避難所、避難者を整理する。 

○入れ歯の紛失、歯周病の悪化（摂食困難者） 

○要配慮者（誤嚥性肺炎予防） 

②避難所の巡回 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班と、避難所の巡回歯科保健相談について連絡調整する。 

○歯科保健相談の日時等の避難者への周知（避難所への掲示等） 

○相談ブースの確保（健康相談、栄養相談等と共用） 

○口腔ケア啓発用のチラシ、ポスターの提供（避難所への掲示、配布の依

頼） 

【チームリーダー】 

□ 避難所の巡回歯科保健相談を計画する。 

○歯科衛生士チームの巡回日程 

・各避難所の健康相談、栄養相談等との時間割の調整 

・状況に応じて保健師チーム、栄養士チームと合同で巡回 

□ 携行資機材を準備する。 

また、次の様式を用意する。 

○[様式９]歯科保健医療ニーズ調査・保健指導実施票 

【歯科衛生士チーム】 

□ 避難所の巡回歯科保健相談を実施する。 

○避難所で、口腔ケアの啓発（水がない状況での歯磨き等）、歯科保健相談

を行い、相談の内容を[様式９]歯科保健医療ニーズ調査・保健指導実施票

に記録する。 

〇診療を再開した近隣の歯科診療所の情報を提供する。 

□ 状況に応じて次のとおり対応する。 

表 5.5.1 状況に応じた対処方法の例 

状況 対処方法の例 

水道停止、配水制限 「洗口液・ガーゼ」で代用ケアを指導 

歯磨きできない高齢者等 「口内拭き取り」「保湿剤」での最低限のケア 

義歯の管理が困難 義歯ケース配布＋乾燥保存＋洗浄指導 
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③戸別訪問 

【災害時統括保健師】 

□ 避難所に来られない在宅避難者、仮設住宅入居者等について、訪問歯科保健相談

を計画する。 

○訪問対象者の選定 

・関係班からの収集情報、保健師チームの巡回・訪問記録、定例ミーティ

ング等で共有した情報から歯科口腔保健上のリスクが高い要配慮者を訪

問対象として選定 

【チームリーダー】 

□ 在宅要配慮者の戸別訪問計画を作成する。 

○歯科衛生士チームの訪問体制 

・訪問対象者の巡回ルート、訪問日程 

・保健師チーム（在宅訪問）等との合同訪問の検討 

・電話相談の検討 

□ 携行資機材を準備する。 

また、次の様式を用意する。 

○[様式９]歯科保健医療ニーズ調査・保健指導実施票 

【歯科衛生士チーム】 

□ 在宅避難者、仮設住宅入居者の歯科保健相談を実施する。 

○口腔ケアの啓発（水がない状況での歯磨き等）、歯科保健相談を行い、[様

式９]歯科保健医療ニーズ調査・保健指導実施票に記録する。 

〇診療を再開した近隣の歯科診療所の情報を提供する。 

④活動調整 

【災害時統括保健師、チームリーダー、歯科衛生士チーム】 

□ 避難所の巡回、戸別訪問の記録を整理する。 

□ 定例ミーティングで関係者と情報を共有する。 

○保健活動ミーティングで、保健師チーム、栄養士チームと健康相談、栄養

指導の課題、ニーズを共有し、対応を調整 

○保健医療ミーティングで、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班等と医

療、歯科医療、服薬等のニーズを共有し、対応を調整 

＜平時の取組＞ 

□ 口腔ケア啓発用のチラシ、ポスターの作成 
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（２）口腔衛生用品の調達支援 

【災害時統括保健師】 

□ 地区防災センター運営班から、避難所の情報を収集し、チームリーダーに提供す

る。 

○口腔衛生環境（給水、洗面所等） 

○避難者への口腔衛生用品（歯ブラシ・洗口液・歯間ブラシ・義歯清掃用具

等）の配給状況 

□ 物資調達班から、避難所への口腔衛生用品の供給状況を収集し、チームリーダー

に提供する。 

□ チームリーダーからの提案により、物資調達班、地区防災センター運営班に、口

腔衛生用品の調達、避難者への配給の助言を行う。 

□ 状況に応じ、関係班に口腔衛生用品の確保を依頼する。 

表 5.5.2 関係班への依頼内容 

依頼先 依頼内容 

物資調達班 
○口腔衛生用品の調達 

○支援物資からの口腔衛生用品の分別 

【チームリーダー、歯科衛生士チーム】 

□ 地区防災センター、物資調達班からの情報、保健師チーム等の調査記録から、口

腔衛生用品の不足状況を整理する。 

□ 避難所、避難者の状況を考慮し、口腔衛生用品（歯ブラシ・洗口液・歯間ブラシ・

義歯清掃用具等）の調達、配給を計画する。 

※「第４章・５・（２）〈表 4.5.1 口腔衛生用品の調達項目〉」参照 

＜平時の取組＞ 

□ 口腔衛生用品の備蓄項目・数量 
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６ 市職員のメンタルケア 

◆活動のポイント 

○職員が休暇を取りやすい環境づくりを早期から検討する（シフト制の勤務等）。 

○慢性疾患等で治療中の職員等の受診中断・服薬中断に配慮する。 

○職員の健康管理を行い、必要に応じて医療チーム、DPATと連携を図る。 

◆実施方針 

○発災時の各種業務に従事する市職員のメンタルケアについて、関係班と連携して相談

できる環境等を確保する。 

◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 
○職員のストレス状態の把握、軽減策の助言 

○職員健康相談の企画、報告 

チームリーダー ○職員健康相談に対応する保健師等の確保 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）職員の健康管理支援 

【災害時統括保健師】 

□ 人員管理班に各部の職員のストレスチェックを依頼する。 

※参考資料：[参考３]災害時こころのチェックリストの活用 

□ 人員管理班に、職員のストレス軽減策を助言する。 

○休憩スペースの確保 

○勤務ローテーション、役割分担の明確化 

○セルフケアの周知等 

□ 職員のストレスチェックの結果を踏まえ、職員健康相談を企画する。 

□ DPATの派遣について検討・調整する。 

○職員健康相談に対応する公認心理師、臨床心理士等を要請する。 

○庁舎内の会議室、相談室等に職員健康相談室を確保する。 

○人員管理班に職員健康相談の予定（対象者、場所、時間等）を通知する。 

○人員管理班に職員健康相談の結果を報告する。 

□ 必要に応じて電話等の職員健康相談窓口を設置する。 

○人員管理班に職員健康相談の電話相談等の窓口の周知を依頼する。 

【チームリーダー】 

□ 災害時統括保健師からの指示により、職員健康相談に対応する保健師等を保健師

チーム等から確保する。 
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第６章 風水害時の保健活動 
風水害時は、避難情報発令時のフェーズから保健活動を検討し、開始する。 

なお、フェーズ０以降は、地震時の保健活動（第４章、第５章を参照）に準ずる。 

表 6.1 フェーズごとの保健活動 

フェーズ 
避難情報発令時 

（災害発生まで） 

フェーズ０以降 

（災害発生～） 

主な活動 

●避難情報の発令、避難所・避難者の状況確認 

●保健活動方針の決定 

◎避難所巡回体制の編成 

○避難所の巡回、保健相談 

○妊産婦の安否確認 

※地震時の活動に準ずる 

※●災害時統括保健師、◎チームリーダー、○保健活動チーム 

本市における風水害の警戒避難に対する避難所等の種類は、次のとおりである。 

表 6.2 風水害時の警戒避難のための避難所等の種類 

避難所等の種類 機能 対象施設 

指定緊急避難場所 

居住者が災害から命を守るために緊急

的に避難する施設で、洪水及び土砂災害

の発生が想定される区域に避難情報を

発令する場合に開設する。 

東京経済大学 

本町・南町地域センター 

内藤地域センター 

いずみ保健センター 

自主避難所 

避難情報が発令される前に、河川の増水

や土砂災害、暴風の発生等の風水害発生

のおそれが高まった際に、自宅等に居続

けることに身の危険を感じた市民が、安

全を確保するため、早期にかつ一時的に

避難する場所として開設する。 

市立公民館 

市立地域センター 

市立小中学校 

都立国分寺高校 

東京経済大学 

いずみ保健センター 

◆活動のポイント 

○水害時の保健活動は、水が引いた時点から（規模に応じて）約２週間の間にマンパワ

ーを投入する等、集中的かつ迅速な対応を行う。 

○内服薬を紛失した方、自動車の水没で受診のための移動手段を失くした方、かかりつ

け医の被災等で慢性疾患等の治療が中断となった方に注意する。 

◆実施方針 

○避難情報の発令等により、避難所や帰宅困難者一時滞在施設に滞在する避難者や帰宅

困難者について、体調不良等の保健ニーズに対応する。 
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◆実施体制 

担当 担当業務 

災害時統括保健師 

○避難所等の情報収集 

○関係班との避難行動要支援者の安否情報の共有 

○保健活動方針の検討 

チームリーダー 
○保健活動チームの編成 

○保健活動記録の整理、保健医療指揮所への報告 

保健活動チーム 
○避難所等の訪問、活動記録 

○避難対象地区の妊産婦の安否確認 

※運営要員は、災害時統括保健師、チームリーダーを補佐する。 

（１）情報収集・分析、方針決定 

【災害時統括保健師】 

□ 次の情報を収集し、保健ニーズを把握、分析する。 

○災害状況（本部、テレビ、ラジオ、インターネット等） 

○医療機関の稼働状況（EMIS等） 

○避難所等の状況（施設担当課：開設施設、避難者数、健康課題） 

○避難情報の発令状況（本部：警戒レベル、避難対象地区） 

□ 収集した情報、分析結果から、当面の活動方針を決定する。 

○避難所等における活動方針、活動体制 

○避難対象地区の妊産婦の安否確認の実施（次の情報を整理） 

・避難行動要支援者名簿の未登録者 

・避難行動要支援者名簿の登録者のうち安否未確認者 

□ 保健活動チームの活動記録を整理、保管する。また、本部への状況報告、関係班

への情報提供を行う。 

○避難行動要支援者名簿登録の妊産婦の安否確認結果を避難行動要支援者班

へ提供 

（２）避難所の巡回 

【チームリーダー】 

□ 避難所等への保健活動チームの配置、巡回等を計画する。 

□ 「[参考５]災害時保健活動 携行品・必要物品チェックリスト」を用いて携行資機

材を準備する。 

また、次の様式を用意する。 

○[様式５]健康相談票 

○[様式６]健康相談票経過用紙 

□ 保健活動チームの活動記録を整理し、保健医療指揮所に報告する。 
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【保健活動チーム】 

□ 避難所等を訪問し、施設内の巡回、アナウンス、掲示等により、体調不良者等を把

握する。 

○雨中の避難により衣服が濡れた避難者がいる場合は、低体温予防のため、

毛布による保温、暖房器具の手配等を避難所等の管理者に助言する。 

□ 避難所等の管理者と協力して相談窓口を設置する。 

□ 体調不良者等の健康相談を実施する。 

○[様式５]健康相談票、[様式６]健康相談票経過用紙等に記録し、チームリ

ーダーに報告する。 

（３）妊娠婦の安否確認 

【チームリーダー、保健活動チーム】 

□ 浸水想定区域、土砂災害警戒区域に対して避難情報が発令された場合、当該区域に

居住する妊産婦の安否確認を、電話、メール等で行う。 

○避難行動要支援者名簿の未登録者は保健活動チームが行う。 

○避難行動要支援者名簿の登録者で、支援者による避難支援の結果から安否

不明と報告された方は、保健活動チームが電話、メール等での安否確認を

行う。 

□ 安否確認の結果を保健医療指揮所に報告する。 

【災害時統括保健師】 

□ 避難行動要支援者名簿に登録された妊産婦に係る安否確認状況を、避難行動要支

援者班と共有する。 
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第７章 平時の活動 

１ 計画の更新 

健康推進課は、必要に応じて本計画を更新し、救護支援班の構成職員等と共有する。 

また、地域防災計画及び業務継続計画の更新等についても確認する。 

２ 教育・訓練 

健康推進課は、次のとおり各種研修・訓練への参加等を行う。 

① 保健所等が主催する災害時保健活動に関する研修・訓練に参加する。 

② 災害時保健活動に関する研修・訓練を、毎年度実施する。 

③ 地区防災センター運営班の訓練参加等、避難所運営に関する訓練等に参加する。 

３ 資機材等の準備 

健康推進課は、年１回以上、「[様式５]災害時保健活動 携行品・必要物品の準備・点検」

により、携行品、必要物品の準備、点検を行う。 

様式・資料等は、いずみプラザ、各中学校（地区活動ベース）に保管する。 

４ 健康教育 

健康推進課は、個別支援、健康教育等の平時の事業を通じて、災害への日ごろの備えに

ついて、市民に情報を提供する。 

①食品・医薬品・衛生用品等の備蓄・準備 

災害発生後、支援体制が整うまでの少なくとも３日分の食品（乳幼児や高齢者に配慮

した食品）・水・医薬品（慢性疾患の内服薬・常備薬とお薬手帳）・衛生用品（オムツ等）

の準備の必要性 

②災害時の疾病予防・健康の保持増進 

災害発生時に起こりうることについて、感染症・食中毒の予防、深部静脈血栓症の予

防、生活不活発病の予防、メンタルヘルス、便秘の予防等 
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資料 

１ 様式 

様式名 出典 

様式１ 応援受入シート 
厚生労働省「大規模災害時の保健医療福

祉活動に係る体制の強化について」 

様式２ 施設・避難所等 ラピッドアセスメ

ントシート 
 〃 

様式３ 被災者アセスメント調査票  〃 

様式４ 避難所日報  〃 

様式５ 健康相談票 
日本公衆衛生協会/全国保健師長会「災害

時の保健活動推進マニュアル」 

様式６ 健康相談票経過用紙  〃 

様式７ 避難所食事状況調査票 
日本栄養士会「災害時の栄養・食生活支

援ガイド」 

様式８ 被災者健康相談票  〃 

様式９ 歯科保健医療ニーズ調査・保健指導

実施票 

日本歯科衛生士会「災害歯科保健活動歯

科衛生士実践マニュアル」 
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様式１ 応援受入シート 

 

年 月 日

業務名： 担当部局 　 課　担当

自治体職員

□ 自治体内の他所属職員（業務経験の有無 □ 有 □ 問わない）

□ 管轄保健所の職員

その他の保健医療チーム

□ DHEAT □ 保健師チーム □ DPAT

□ JMAT □ 歯科医師チーム □ JDA-DAT

□ JRAT □ その他（ ）

協定の有無

（ 人） □あり（締結先： ）

□なし

その他特記事項：

□ 単独活動（応援者が市町村職員とは別に単独で活動してもよい）

□

□ その他（ ）

指揮命令者、応援受入担当

（正） （副） （正） （副）

情報収集・共有体制

□ 会議・ミーティング

□ 朝礼・終礼

執務スペース

□ 有 □ 無

地図・資料

□ 有 □ 無

その他資機材

□ 有 □ 無

マニュアルの有無

□ / ）

□ 無

作成・更新日時：

応援者が行う
具体的業務

（その他）

希望する応援者

計画上の必要人員数

応援者に求める具体
的な職種・資格等

応援者の活動体制 複数活動（原則、応援者は市町村職員と一緒に活動し、単独活動は控える）

業務指揮命令者 応援受入担当

（場所）

（内容）

（内容）

有（名称/保管場所：
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〇所属チェック用

１．応援要請 ３．応援受入確認

□ 応援要請の必要性を判断 □ 作業手順書の確認

□ 必要な人数、資格等の確認 □ 応援者の受付

□ 応援要請の決定 □ 応援者名簿の作成

２．応援受入準備 ４．応援受入期間中

□ 地図・資料の準備 □ 被災状況・応援内容を先遣隊に伝達

□ その他資機材の準備 □ 引継の実施

□ マニュアルの確認

□ 執務・作業スペースの準備 ５．応援終了

□ 宿舎の準備 □ 応援終了（撤収）の判断

□ 情報通信手段の準備 □ 応援終了の決定・応援受入担当への報告

□ 費用負担の確認

〇業務フロー

業務開始時期

□ 発災後72時間～ □ 発災後1週間～ □ 発災後2週間～

□ その他（ ）

作業手順

集合場所：

6

集合時間：

作業項目 作業詳細 備考

1

2

3

4

5

13

14

15

7

8

9

10

11

12
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様式２ 施設・避難所等ラピッドアセスメントシート   
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様式３ 被災者アセスメント調査票 

 

避難者に関するアセスメント調査票  

 

 

 調査票を配布した避難所名：  

 

被災者アセスメント調査票 
 

この調査票は、被災状況を直ちに把握し、適切に関係機関と共有することを目的とした調査票で

あり、本調査票に記載いただいた情報の共有に当たっては、災害時における支援活動のために使用

いたします。  

 

記入者のお名前：  記入日時：  月  日  時  分  

記入者の生年月日：  年齢：   性別： 

自宅住所：  固定電話：  

携帯電話：  

記入者を含む被災された方の世帯人数：   

 

１ 被災状況  

被災により使用できな

くなったライフライン 

□ ガス □ 水道 □ 電気 □ 下水道   

□ 固定電話 □ 携帯電話 □ インターネット通信  

家屋（建物）の被害の状

況  

□ 家屋に極めて大きな被害があった  

（家が流れてしまった、家が倒壊した、家が土砂によって埋没し

たなど）  

□ 家屋に修繕が必要な程度の大きな被害があった（瓦が落ちた、

外壁がはがれたなど）  

□ 家屋に被害があった 

 

□ 被害はなかった  

 

  

被害の概況： 
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２ 現在の御自身の状況や、御自身と一緒に避難している御家族の状況  

現在の宿泊場所  □ 避難所 □ 自宅 □ 知人宅 □ 車中泊 □ その他  

避難所の利用  □ 利用している 

□ 応急給水 □ 食事 □ トイレ □ 生活物資  

□ 入浴  □ 行政やボランティア等から提供される各種の情報 

□ 利用していない  

医療サポートを利用

されているか。  

□ 人工呼吸器 □ 在宅酸素 □ 透析 □ インスリン注射  

□ 緊急性のある精神疾患   □ 緊急治療歯科疾患   

□ 要緊急処置妊婦        

□ 定期的投薬が必要 （現在、 中断 ・ 継続  ） 

   □ 降圧薬 □ 糖尿病 □ 向精神薬 □ その他 

 医薬品名 

かかりつけの医療機

関名  

 

訪問看護などの医療

サービスを利用され

ているか  

□ 有  

利用している事業所名：   

□ 無  

妊産婦や乳幼児の方

がいるか  

□ 有  

□ 無  

食物アレルギー

を有しているか  

□ 有 

原因食物 

□ 無 

要介護（支援）認定を

受けられているか  

□ 有 （□ 要支援１ □ 要支援２ □ 要介護１ □ 要介護２  

□ 要介護３ □ 要介護４ □ 要介護５ □ 介護区分不

明） 

利用している居宅介護支援事業所名：   

□ 無  

障害等手帳をお持ち

か  

□ 有  □ 身体障害者手帳 □ 精神障害者保健福祉手帳  

□ 療育手帳（愛の手帳） 

具体的な障害の種類等：  

 □ 身体障害 □ 知的障害 □ 精神障害 □ 発達障害  

□ 無  

デイサービス・ヘルパ

ーなどの福祉サービ

スを利用されている

か  

□ 有   □ 被災前と変わらず利用の見通しが立っている  

□ 利用の見通しが立たない  

□ わからない 

利用している事業所名：  

□ 無 

その他    

  

本調査票に記載した情報を、地方自治体が設置する避難所の管理者、当該地方自治体の災害対策

本部及び保健医療福祉調整本部等において共有することに同意します。  
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様式４ 避難所日報 

 
 

避難所日報　(避難所状況） 避難所名 避難所コード

指定避難所以外の場合 所在地

電話 FAX

活動日 　　　　年　　月　　日 記載者(所属・職名・職種）

人 夜： 約 人 昼：約　　　　　　　　人

食事提供人数 約 人 車中泊 □無・□有（約　　　　　人　　）

避難所運営組織 □有（組織：□自治組織・□自治体・□学校・□その他（　　　　　　　　　　　　　））・□無

外部支援・ボランティア

救護所設置

巡回診療

　　　　　　　　　　　　　　　現在の状況 　　　　　　　　　　　　　特記事項（課題も含む）

電気 □開通・□不通　 予定：

ガス □開通・□不通　 予定：

水道 □開通・□不通　 予定：

下水道 □開通・□不通　 予定：

飲料水 □充足・□不足　 予定：

固定電話 □開通・□不通　 予定：

携帯電話 □開通・□不通　 予定：

スペース過密度 □適度・□過密

プライバシーの確保 □適・□不適

更衣室 □有・□無

授乳室 □有・□無

トイレ □充足（　　　　基）・□不足

トイレ衛生状態 □良・□不良 　

手洗い場 □有・□無 手指消毒 □有・□無

トイレ照明 □適・□不適 風呂・シャワー □有・□無

冷暖房 □有・□無 洗濯機 □有・□無

喫煙 □禁煙・□分煙・□その他

温度 □適・□不適 換気・湿度 □適・□不適

土足禁止 □有・□無 清掃状況 □良・□不良

ゴミ収積場所 □有・□無

粉塵 □無・□有 生活騒音 □適・□不適

寝具乾燥対策 □適・□不適 ペット対策 □適・□不適

主食提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

おかず提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

特別食提供 □有・□無

炊き出し □該当・□無 残品処理 □適・□不適

調理設備 □有・□無 冷蔵庫 □有・□無

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

避難者数
（施設内）

施設定員
(指定避難所)

医
療

生
活
環
境

食
事
提
供

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

設
備
状
況
と
衛
生
面

避
難
施
設
基
本
情
報

□有（種類(職種)・人数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

１

２
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避難所日報（避難者状況） 避難所名 避難所コード

活動日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 記載者(所属・職名・職種）

◆配慮を要する者◆　

高齢者（65歳以上） 人 人 障害者 人 人 服薬者 人 人

うち75歳以上 人 人 身体障害者 人 人 降圧薬 人 人

要介護認定者 人 人 知的障害者 人 人 糖尿病薬 人 人

妊婦 人 人 精神障害者 人 人 向精神薬 人 人

じょく婦 人 人 難病患者 人 人 他の治療薬 人 人

乳児 人 人 人 人 その他 人 人

幼児・児童 人 人 人 人

人 人 アレルギー疾患 人 人

特記事項

◆対応すべきニーズがある者◆ ＊まだ解決しておらず、速やかに対応しなければならないニーズがある避難者数を記載する。

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

医療ニーズのある者 □無・□有 人

うち医薬品がない者 □無・□有（ 人）

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

保健福祉ニーズのある者 □無・□有 人

高齢者 □無・□有（ 人）

障害者・児 □無・□有（ 人）

その他 □無・□有（ 人）

こころのケアが必要な者 □無・□有（ 人）

◆感染症・食中毒等症状がある者◆

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

総数（実人数） □無・□有 人

発熱 □無・□有（ 人）

咳・痰 □無・□有（ 人）

下痢・嘔吐 □無・□有（ 人）

対応内容・結果

課題/申し送り

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

うち障害児・医療的ケア児

うち要継続

支援人数
人数

うち要継続

支援人数

透析（腹膜透析含む）

在宅酸素療法・呼吸器療法

人

人数
うち要継続

支援人数

要継続支援合計
人数（実人数）

人数

３

４
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避難所日報 記載要領（2020年版） 

【避難所日報の目的】 

被災自治体または支援の保健師等の保健医療福祉活動チームが、公衆衛生的立場から、①その

避難所で必要な支援、②翌日以降のチームの活動方針・内容、③広域的な被災地対応、④今後予

測される課題の検討等に活用する。 

〈避難所活動の目的〉 

 避難生活によって引き起こされる健康被害を予防し、健康レベルの低下した者を早期 

に発見して治療や各種サービスに結び付けるとともに、健康レベルの低下をできるだけ 

防ぐための生活行動をとることができるよう援助する。 

 

【記入するにあたっての留意点】 

■ 全ての項目を確実に聞き取って記載する必要はないが、自治体の指示を確認の上、  

前日までの情報等を参照し、太枠内を優先しながら、各項目の情報収集を行う。 

 

■ 避難所の設置・運営主体、規模、被災後早期の混乱期などの要因により、避難所の情報の入

手方法は一律ではないこと、避難者及び避難所運営担当者へ過度の負担をかけないことを留

意し、既存情報を活用するなど以下の例を参考に多様な方法により情報収集を行う。 

    例．①前日までの避難所日報の記録内容 

②災害対策本部等の情報など入手可能な既存の各種情報 

③前任の支援者（チーム），ミーティングなどの申し送り事項 

      ④避難所運営組織などにおいて把握済みの情報記録 

      ⑤避難所の常駐保健医療支援者（チーム）等からの情報 など 

■ 既存の情報の転記に終始せず、避難者の生活の様子、衛生・設備環境なども含め、積 

極的に観察を行い、気になる方へは声をかけ、新たな課題が生じていないか確認する。 

■「要継続支援者」、「対応すべきニーズがある者」については、迅速に確認及び必要な支 

援を行う。 

■ 各項目に記載する際には、以下の留意事項を参考にする。なお、特記すべき内容につ 

いては、右欄特記事項に記載し、欄外には記載しないよう留意する。 

■ 記載内容は他地域の関係者とも共有するため、被災者の氏名等はこの日報に記載しな 

いこととする。個別支援を要するなどの理由により、個人情報を詳細に記載・報告す 

る必要性がある場合は、「健康相談票」など自治体が指定する個人用記録様式に記載 

する。特記事項欄には、「その他」の内容、ニーズの種類、関係機関と調整して対応 

することが必要な事項、避難所の集団として検討すべき事項を中心に記載する。 

 

【日報の報告】 

■ 内容は避難所管理者や支援者とも共有し、課題や申し送り事項は確実に引継ぎを行 

う。 

■ 報告は、概ね毎日の活動終了後とする。必要に応じ、被災自治体の指示により、決め 

られた時間に、口頭・Web・Fax・手渡しなどの方法で担当者に報告する。 

 

記入する際には、以下を参考にする。 



資料 

79 

避難所日報（避難所状況） 

項  目 留意事項 

避難施設

基本情報 

避難所コード 

・市町村担当者等からの情報に基づき記載する。 

・避難所日報を写真に撮影して送信する場合には、下の記入欄

にも同じ番号を記載する。 

食事提供人数 

・避難所以外の居所から避難所での食事提供を受けるのみの者

への提供数も含めて記載する。また、朝・昼・夕のいずれか

で最も多い数を記載する。 

車中泊 

・避難所敷地内及び周辺で車中泊を行っている避難者の有無

と、「有」の場合は人数の概数を記載する。人数が把握できな

い場合は、「ʣʣ台」として車の台数を記載する。 

外部支援・ 

ボランティア 

・避難所に入っている支援チーム等の有無と、「有」の場合は、

種類（職種等）、人数等を記載する。 

設備状況

と衛生面 

スペース過密度 

・昼間でも夜間でも、手足を伸ばして寝るスペースがあり、人

が歩く通路(新聞紙見開き横の長さくらい)が確保されている

場合は、「適度」と判断する。 

プライバシーの確

保 

・居室の間仕切り用パーティションや男女別トイレ、洗濯干し

場等、プライバシーが確保されている環境であれば「適」と

し、「不適」の場合は優先的な課題を特記事項に記載する。 

トイレ 
・要配慮者が使用できるトイレがない場合は、その旨特記事項

に記載する。 

食事提供 特別食提供 

・避難所で提供される一般食ではなく、離乳食、アレルギー対

応食、腎臓病食、糖尿病食等配慮が必要な食事の提供の有無

を記載する。課題があれば特記事項に記載する。 

 

避難所日報（避難者状況） 

◆配慮を要する者◆ 

○「人数」： 

・ニーズの有無に関わらず、避難者カードに記載がある等、避難所運営担当者等が把握してい

る人数を参考に、各項目の状態に当てはまる避難者数を記載する。複数の項目に重複して計

上してよい。 

○「うち要継続支援人数」： 

・翌日の巡回チーム等が個別に状況確認・支援する必要がある避難者の人数を記載する。 

・複数の該当する項目がある場合は、最も支援ニーズのある項目に入れる。（例えば、降圧薬を

服用している高齢者で血圧管理の必要な者は、「服薬者（うち降圧薬）」に記載） 

・「◆対応すべきニーズがある者◆」の「有」人数も含む。 

項目 留意事項 

じょく婦 
・分娩終了後母体が正常に回復するまでの期間（おおよそ 

6週間）における婦人 

乳児 ・1歳未満の児 

医療的ケア児 ・たんの吸引や経管栄養など医療的ケアを必要とする児 

アレルギー疾患 
・喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻

炎等を有する者 

服薬者 

・内服薬の他、外用薬、注射薬などの医薬品 

・「その他の治療薬」は、ＨＩＶ、喘息、アレルギー性疾患 

等の治療薬 

その他 ・上記項目に含まれない者 

要継続支援合計人数 ・該当者がいない場合は「０」、確認できなかった場合は 


